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第 3回 犬山市総合計画審議会 議事録 

日 時：平成 28 年 10 月 17 日（月）19時から 21時 7 分 

場 所：犬山市役所 2階 205 会議室 

１ 開  会 

○事務局 皆様こんばんは。本日は大変お忙しい中、お越しいただきまして、誠にありが

とうございます。ご案内の時刻になりましたので、ただ今から第 3回犬山市総合計画審

議会を開催させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。この度、本来ならＡ会長

の方からご挨拶を頂くところでございますが、Ａ会長、今日は急に所用があってといっ

たところであります。極めて重大な所用という風にお聞きしておりますが、欠席となっ

ております。従いまして本日の議事につきましては、総合計画審議会の設置条例第 4条

の 3でございます。こちらをもちまして副会長のＥさんに今日の議事の方をお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願い致します。それではここで、副会長の方からご挨

拶の方をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○Ｅ副会長 皆さん、こんばんは。今日もＡ会長がご欠席ということで、不慣れでござい

ますけれどご協力を頂けたらと思います。この総合計画の中間見直しなんですけれども、

やはり私どもにとってとても大事なことは、施策の見直しということですので、大きな

目線で何がこれから重要かということの大きなところを捉えながら、それぞれに議論が

できるといいのかなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

○事務局 ありがとうございました。それでは今日の会議でございますが、お手元の次第

に従いまして、概ね 2時間程度ということで 9時の終了を予定させて頂きたいと思いま

す。よろしくお願い致します。では、本日の出席委員の情報をお聞かせ頂きます。委員

総数 15 名でございますが、今現在 10 名の皆様のご出席となっておりますが、あともう

少し経ちますと、Ｃ委員、そしてＧ委員がご到着されます。従いまして、12 名のご出席

となります。Ｆ委員、そしてまたＩ委員につきましては、本日ご都合が悪いという風に

事前にご連絡を頂いております。今回につきましては、犬山市総合計画の設置条例第 6

条の 2項につきまして、出席者過半数を超えているという状況でございますので、成立

致しますので、まずはご報告させて頂きます。続きましては、資料の確認の方をさせて

頂きます。先般また大量にですね、お手元の方に置かせて頂きましたが、本日、まずは

次第につきまして、委員名簿、そして資料の確認をさせて頂きます。まず、別紙という

ものがございます。別紙の方で、ふりかえりの内容とか今回の進め方を後ほど説明をさ
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せて頂きます。続いて資料の付番がされております。資料 1につきましては、「第 5次犬

山市総合計画基本構想中間見直し（案）」でございます。資料 2につきましては、「施策

の全体像作成のための検討資料」で、流れを固めたものでございます。これが資料 2。

資料 3につきましては、第 2回の審議会における委員の皆様からのご提案をまとめたも

のでございます。続いて資料 4でございますが、今後 6年間の重点すべき施策の候補を

一覧にしたものでございます。続きまして資料 5につきましては、「施策の全体像（案）」、

こちらにつきましてまとめたものでございます。加えまして、参考資料を用意させて頂

いております。参考資料 1につきましては、前回会議の議事録、そして参考資料 2でご

ざいますが、こちらは分厚い長編資料となっておりますが、「個別施策の修正（案）第一

稿」ということでご提示をさせて頂きます。続いては、本日お手元の方に、各席に配布

させて頂きました。今回、若い方の意見をたくさん聞くということで、訪問型のワーク

ショップを展開しておりますが、その中で名古屋経済大学さんで行ったワークショップ、

そしてまた昨日、若い方に約 20 名ほど集まって頂きました、であう会議。こちらのまと

めとなっております。どうぞよろしくお願いします。なお、席の上には、「第 5次総合計

画」の本冊と概要版。そして、「いいね！いぬやま総合戦略」の本冊と概要版。それぞれ

ご用意させて頂いております。どうぞよろしくお願い致します。過不足等ありましたら、

またお申し付け頂きたいと思います。 
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２ 議  事 

（１）協議事項 

【全体】 

○事務局 それでは早速、議事の方に入らせて頂きます。議事の進行はＥ副会長の方にご

案内したいと思います。副会長、よろしくお願い致します。 

○Ｅ副会長 それでは皆様お願いします。まず、次第に基づきまして早速議事に入らせて

頂きたいと思います。まず報告事項ということで、今日は 1番から 3番までございます

けれども、3つまとめて事務局からご説明を頂きたいと思います。1が「第 2回審議会の

ふりかえりと第 3回の進め方」。「個別施策修正（案）の第一稿について」、参考資料の 2

番の方ですね。それから、「若者の声あつめました」ということで、事前に目を通して頂

いていると思いますので、手短に説明して頂けるとありがたいです。お願いします。 

○事務局 皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。それでは私の方から報告事項 3

点まとめてご案内させて頂きたいと思います。まずお手元に資料がいくつかございます

が、「【別紙】はじめにおよみください」。こちらをお手元にご覧頂きたいと思います。「【別

紙】はじめにおよみください」、こちらは（1）の第 2回審議会のふりかえりと第 3回の

進め方についてご案内させて頂きます。まず上ですね。第 2回総合計画審議会の実施し

た内容については 2点ございます。1つ目、「基本構想（案）の確認」ということで、前

回の第 5次犬山市総合計画の基本構想、こちらの案についてご提示させて頂きました。

基本構想の部分についてはアップデートということで大きな変更というものではござい

ませんが、その中で内容をご確認頂き、意見、ご提案を頂いたというところでございま

す。2つ目です。「今後 6年間に必要な施策事業について」ということで、様々な資料が

第 2回もございました。そちらを踏まえてご覧頂いた上で、今後犬山にとって必要なこ

とは何なのかについて議論して頂き、最終的に各委員から「特にこれは必要だぞ」と必

要な施策事業について提案頂き、こちらの色紙に書いて頂いた訳なんですけれども、こ

ちらを書いて頂きご提案を頂いたと、これが第 2回で行った内容でございます。そして

第 3回、進め方でございます。別紙の真ん中辺りから今回協議して頂きたいことは大き

く 2 つございます。1 つは基本構想（案）です。更なる検討をお願いしたいと、アップ

デートというとこれではございますが、第 2回審議会でも様々な意見、ご提案を頂戴し

ました。こちらを踏まえ修正しております。また、今回は土地利用計画について、内容

についてたたき台を作成しておりますので、今回特にこの部分、土地利用について議論
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を進めて頂きたいと思います。使用する資料は資料 1になります。後ほど詳しくご案内

をさせて頂きます。2つ目です。「施策の全体像（案）」のたたき台をつくりましたので、

意見・提案を頂き、今回、フレームですね。施策の全体像を固めていきたい、このよう

に考えております。捲っていただきますと、裏面に使用する資料でございます。資料 2

～5 まで用いまして、この施策の全体像についてご議論頂きたいと思います。こちらに

ついては後ほどまた詳しく説明をさせて頂いた後に、基本構想の土地利用、それからこ

の施策の全体像（案）の 2点につきましては、後ほどグループワークという形でまた議

論を深めて頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。進め方としては以上と

なりまして、続きまして（2）、「個別施策修正案第一稿について」ということで、参考資

料 2をお手元にご用意ください。こちらですね、個別施策、総合計画の本冊で言います

と、47 ページ以降に掲載されている基本計画のうち、個別施策になります。こちらを各

課にて修正をまず行いました。現時点では策定当時平成 22年度でありますので、ここか

ら 5年が経ったよというところでございます。ですので、視点が大分古くなっているよ

うな表現等もございますので、28 年現在、この状態に整合するように特に現状課題の部

分、それから目標指標のデータなどを一部修正しているという状況でございます。です

ので、言わば時点修正といった内容でございます。本日、施策の全体像というフレーム、

枠組みを皆さんにご議論頂いて、概ね固まってきたなというところでその全体像の議論

の内容を踏まえた上で個別施策については修正をし、次回以降、第二稿として提出をさ

せて頂きたいと考えております。これが（2）の報告になります。（3）です。「若者の声

あつめました」。名古屋経済大学さんでのワークショップ、であう会議の報告になります。

こちら、本日お席の方に配布させて頂きました。参考資料の 3ということで 2つござい

ます。1つ目が「真夏のタウンミーティング in 名古屋経済大学について」ということで、

もう 1つが、「であう会議 1」というものでございます。これは先程ご案内にもありまし

たが、若い世代の方から市政に対する意見や提案を頂きたいという考えから 2つの取り

組みを伺っています。真夏のタウンミーティングにつきましては、委員でありますＢ先

生の方に非常にお骨折りを頂きまして開催することができました。ありがとうございま

した。この内容としましては、昨年度策定しました、「いいね！犬山総合戦略」の概要に

ついて説明を行うとともに、総合計画策定に際し、ワークショップの手法について学生

の皆さんの意見・提案をお聞きしたという内容でございます。7 月末に名古屋経済大学

にお邪魔しまして、名経大の学生さん、教員の皆様に良いご提案を頂いたというところ
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でございます。「犬山がこうなるといいね」、「自分が考える理想のまち」について自由な

意見を頂いております。別紙にワークショップで出された意見・提案をタイトルを付け

て、グループ毎にまとめております。特徴としましては、やはり学生さんの中で特に多

かったのが、遊べる場所、楽しめる場所、バイトができる場所等といった形で、商業の

活性化を求めるような声がやはり多いなというところ。それから、名経大さんの参加者

の中で留学生の方もご参加頂きました。そんな中、外国人にも便利でやさしいまちとい

ったようなご提案を頂きました。一方、タイトルとして、「ふれあい」ですとか「多世代

と優しい」といったようなキーワードが出ております。多世代交流だとか、そういった

ような地域での絆、助け合いといったような、そういったようなことが大切だという意

見も特徴的に出ております。詳しくは概要をまたご覧いただければと思います。本日以

降の議論の参考にして頂けたらと思っております。さて、参考資料 3 のもう 1 つです。

「であう会議 1@城下町のパン屋さん茶蔵 I's」についてでございます。こちらは、幾つ

もの「出会う」というものを提供できたらと考え、企画しました。内容としましては、

市内で活躍する方、この活躍されている方を若者の世代の方に紹介する機会を設定した

いと思い、開催を致しました。若い世代がこのまちで仕事をして、生き生きと暮らす人、

輝いている人を知って頂いて、様々な生き方、都会だけではない生き方、仕事の選択肢

を知って、また目標とする人が身近でもいるかもしれないよということで、そういった

出会う機会を設定しております。加えて、参加者同士の交流の機会を設定したり、若い

世代の方がこのまちに対して関心を持って頂いてまちづくりに参加する契機をつくると

いうことで、まちづくりについて考える機会に出会えるということで企画をして実施を

しました。昨日やりたてのほやほやということで、昨日夕方 4時から 7時前まで、市内

のパン屋さんの 2階でワークショップ的なことをさせて頂いております。総勢 16名の参

加者で、ゲストスピーカー、つまり活躍する人はパン屋さんのオーナーの奥山さんとい

う方にお話をたくさん聞きました。非常に興味深いお話をたくさん聞けたところでござ

います。その中で「犬山のいいな」とか、「こうなるといいな」と思うところについて意

見・提案を頂いております。まとめとしては別紙の通りになりまして、多かったものと

しては、やはり「犬山城」だとか「歴史が非常に豊か」、「歴史があること」、「自然が豊

か」ということが多く聞かれました。あと、「地元愛を感じる」とか「近所の人が優しい」

といったような、やはりこちらも先程の名経大と同じく、地域の繋がりとか絆といった

ような意見を聞かれたのが特徴的でございます。一方、「こうなるといいな」と思うとこ
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ろについては買い物ですね。「ショッピングモール」であったり、「大型の書店が欲しい」

であったり、「個人のお店のアピールをもっとしたら良いんじゃないか」といったような

ところ、或いは「電車の本数が増えるといいな」なんていうような具体的な意見・提案

もございました。また、内容についてはご覧頂いて参考に役立てて頂ければと思います。

1～3までまとめてご報告させて頂きました。以上になります。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。報告事項ということですので、1 番は今日の進め方

ですよね。2番のところは、個別施策の修正第二稿につきましては 28年の今に整合する

ような時点修正ということですので、今後の施策の全体像を頭の中で再度修正をしてい

きますというご説明だったと思います。3 番目は、若者の声を市政にということですの

で、まちづくりということでご説明を頂きました。恐らく今後も続けられると思います

けれども、私が面白いなと思っていたのは、タウンミーティングの中で若者の声の中で

若者が、子ども達がこうなったらいいなとか、高齢者の方がそうなったらいいなと言っ

てくださっているのはとても嬉しいなというように感じました。この 3点について皆様

から何かご質問、このことについてのご質問や意見はございますか。 

○Ｎ委員 ないです。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。そうしましたら、この 3つ以外に何か皆様の方から

ご意見とかございますか。お願い致します。 

○Ｍ委員 はい。ただ今のＮ委員もそうなのですが、私もＮ委員、市議会の方からこの審

議会の方に出させて頂いておりますけれども、犬山市議会の総務委員会の方で 9 月 21

日に今回の総合計画の中間見直しについてをテーマにして議論致しました。市議会の総

務委員会という委員会があるんですけれども、そちらの方で今お配りした書類に書いて

あります 3点ですね。「既存の駅の活性化」、特に犬山駅の東ですね。イトーヨーカドー

さんが撤退される云々かんぬんという話も絡めて、今後将来的にどういう風になるのか

というところ。それから 2番目、「今井パイロット」。これも広大な土地が放棄されたよ

うな状況で、長年提案として残っている。これも言っていて、それから 3点目、「官民連

携」。官民間と金融機関との民との連携について、以上の 3点を今回の総合計画の中間見

直しで新しく取り入れていって欲しいという風に市議会、総務委員会の方で話がまとま

りましたので、ご報告させて頂きます。以上です。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。この件に関しましては、ここもまた具体的な確認が

あるということで、その時にまたご提案頂けるということで。 
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○Ｍ委員 今回、この審議会でこの旨を取り上げて頂きたいということを申し上げるだけ

で、あとはこの中でどういう風にまとめるか、事務方も含めてどういう風に話を進めて

頂けるのかはお任せを致します。 

○Ｅ副会長 この 3点について議論が欲しいということですよね。承知しました。これに

関して何かご質問はございますか。今、皆様から何かございますか。この後、皆様の議

論の中でこれを踏まえてということで、この 3つのことを総合計画の中で、特に議論し

て頂きたいという。 

○Ｍ委員 議論して頂かないかもしれないんですけれども、それはお任せいたしますので。 

○Ｅ副会長 今の、何となく曖昧な表現は理解できましたので、わかりました。ありがと

うございます。それでは良いですか。早速、協議事項に移らせて頂きたいと思います。

協議事項の 1番です。「総合計画の基本構想（案）について」。事務局からまず説明お願

いできますか。 

○事務局 はい。承知致しました。資料 1ですね。お手元をご覧ください。「第 5次犬山市

総合計画基本構想中間見直し（案）」ということで、前回第 2回もお示ししております。

第 2回でご意見頂いたものを更に修正をしております。こちら基本構想の部分はアップ

デートということで捉えておりまして、字句等の修正ですとか内容を修正していくとい

うところですが、前回からの修正点ということで、こちらの表紙の方に書いてあります、

1つが施設の老朽化に伴う適正な維持管理の必要性について、主要課題に追記。2つ目の

丸が、交流人口について内容を修正したりということ。そして 3つ目の丸、ここはアッ

プデートというよりは、一番議論の中心となっていくのかなということで大きく変わり

ました。土地利用構想の内容を変更しております。順番にご案内させて頂きます。捲っ

て頂きますと 9ページ、主要課題の部分で、修正について赤字で書かれております。修

正点は赤字としております。「施設の適正管理」ということで、公共施設の老朽化、これ

に伴って将来において今ある施設、これを適正に管理するための戦略的な管理、適正な

配置が必要だということで、主要課題に加えさせて頂きました。2 つ目、次ページを見

て頂きますと 10 ページですね、「地域に応じた多様な活動の推進」ということで、「それ

ぞれの地域にある課題解決のために」と、こちらを追記させて頂きました。地域毎に課

題がそれぞれ違っており、それぞれの課題をその地域の方が担い手となって解決してい

くという、そういったご意見を頂いておりますので追記となっております。その他変更

点としましては、ずっと捲って頂きまして 17・18 ページのところになりますが、こちら
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の「交流人口」の部分。前回、交流人口については人口、交流の入と出の差分について、

そちらを差分にとはどうだというのを設定しておりましたが、ちょっと分かりづらいよ

ということで、こちらを単純にというかシンプルに、「流入人口の方を 1,000 人増加を目

指します」ということで修正させて頂いております。そして、一番今回ご議論頂きたい

ところとして、19ページ以降ですね。土地利用についてです。土地利用については、第

2 回の総計審では特に全く変えない状態で皆さんにお示ししております。今回、第 2 回

の総合計画審議会、それから様々な資料を踏まえまして変更させて頂いております。捲

って頂きまして 21ページをご覧ください。犬山市の略図が書かれています。こちら、総

合計画がお手元にあるかと思います。本冊でいきますと 21ページです。こちらを一度お

開き頂きまして、対比させて頂ければと思います。ありがとうございます。一番変わっ

たところですね。こちら、「豊かさ向上軸」というものがあります。豊かさ向上軸という

ものを、元々国道 41 号線というものが犬山市東西に連なっていますが、こちらの国道

41 号線の付近を、5次総の当初は外されておりましたが、今回、含める形とさせて頂い

ております。豊かさ向上軸をズドーンと貫いた形になっています。それに併せて、「生活

交流ゾーン」という「新たな土地利用の促進による市街地の拡大を図ります。」とある土

地利用の方針として設定している生活交流ゾーン、こちらのオレンジ色の部分の色塗り

の範囲を広げて、豊かさ向上軸と併せた形でズドーンと色を塗っています。国道 41号線

付近を豊かさ向上軸と生活交流ゾーンということで、色塗りの範囲を広げております。

方向性として、生活交流を促進するという位置づけをしております。それに加えまして、

赤字で地区の追加をしております。犬山駅周辺地区と今回色塗りをした橋爪・五郎丸周

辺地区については、この豊かさ向上軸と生活交流ゾーンを踏まえまして新たな交流の機

能を高めていくと、そういった位置づけとさせて頂きました。大きな変更点としては、

こちらが変更となっております。その他基本構想につきましては、まちづくり宣言です

ね。22・23 ページ、こちらにつきましては、今回施策の全体像、フレームを皆さんにご

議論頂いて固まっていく中で変更をしていきますので、従来通りの案でございます。24

ページは前回と変わりません。つきましては、「基本構想中間見直し（案）」のご案内に

ついては以上となります。よろしくお願い致します。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。大きな変更点としましては、21ページの土地利用構

想についてのところがポイントであったかなと思います。この後グループに分かれて意

見交換していきますけれども、今この時点で、この件に関しまして基本構想の見直しに
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関しまして、ご質問とかご意見とかありますか。 

○Ｂ委員 土地利用計画の変更なんですけれども、これは都市計画マスタープランの委員

会での議論を踏まえて、このような方が望ましいという形でご提案頂いているというこ

とで理解してもよろしいでしょうか。 

○事務局 都市マスの会議自体は、実はこの総計審が終わった後で開催されると聞いてお

ります。ただ、もちろん総計審のこれまでの議論の履歴ですとか、都市マスの履歴です

とか、あと都市マスの担当の者と調整をした上でこちらの内容にさせて頂いております。

整合を取りながらこういったような形にさせて頂いております。よろしくお願い致しま

す。 

○Ｂ委員 あとですね、このようなプランを具体的に何かこういう目的があってという形

でご提案頂かないままこういう風に出されても、我々委員としては何の判断もできない

と言いますか、困難なんですよね。何かこう、意図があってこのようなものをこのよう

な形で出されたとか、その辺のご説明を頂ければと思うんですけれど。 

○事務局 ありがとうございます。今回、新たな変更点としまして、土地利用の方針に先

ほど犬山駅周辺地区、それから橋爪・五郎丸周辺地区については新たな交流の舞台とな

るような機能を高めていきたいというご案内をさせて頂きました。犬山駅周辺というの

は言うまでもなく犬山市の生活や交流の拠点として位置づけておりますが、先ほどイト

ーヨーカドーの話もありました通り、色々な変化も生じております。ただ位置づけとし

て今後、更に交流の拠点として、生活の拠点として強化していくべきだろうということ

で、まず赤字で追記しております。一方、犬山駅周辺というのは城下町地区の観光客の

賑わい等々もありまして、1 つの賑わいを持っておりますが、犬山市の中で更なる交流

の拠点が必要ではないかというような考えを持っております。これまで市民アンケート

等で新たな商業の活性化ですとか、新たな交流の必要性といったようなものを頂いてい

る中で、犬山市の更にですね、これから 6年間飛躍していく、更に活性化していくため

には、新たな交流の拠点が必要ではないかという考えの元に検討したところ、それの適

地はどの辺りだと考えた時に、この橋爪・五郎丸周辺地区、41 号線辺りというような、

1 つの可能性を持った場所、ポテンシャルを有した土地として検討していくべきではな

いかと、そう捉えてここに色塗りをさせて頂いております。もちろん、これは可能性を

高めていく、市長が以前議会でもお話させて頂いておりますが、「扉を開く」という表現

をしておりますが、これで言ったから何か全てが解決するというわけではありませんが、
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これからの犬山市の更なる活性化、或いは交流の拠点づくりという意味ではこちらに色

塗りをしていくことで新たな犬山市というものを形成していけないかなということで、

今回色塗りをさせて頂いております。よろしくお願い致します。 

○Ｂ委員 というわけで、結局こういう交通が非常に条件の良いところで商業施設も含め

た所謂開発を進めていくことを前提に、こういうプランをつくっていくというような、

そういう認識でよろしいわけですね。 

○事務局 そうですね。確定ではもちろんございません。土地利用の有り方としては当然

ながら商業としての利活用もありますし、或いは住宅としての活用もあります。或いは

工業もあるでしょうし、農業でこのエリアを活性化させていくというような可能性とし

てはあるかもしれません。ただ、今具体的に何をというような具体的な利活用の方針は

今は決まってはおりませんが、総合計画自体はその今後の方向性を決めて定めていきた

いということで、こちらに色塗りをさせて頂いております。もちろん、国道 41号線とい

うのは今、Ｂ先生が仰って頂いた通り交通の要所でもありますし、或いは災害において

物資の供給点にも成り得ます。或いは人々が集まるという意味で行きますと、非常に適

した場所ではないかというところで色塗りをしているというところでございます。よろ

しくお願い致します。 

○Ｅ副会長 ありがとうございました。Ｍさんも。 

○Ｍ委員 グループのところで伺うべきかもしれないんですが、ちょっと自分自身、整理

がつかないので教えて頂きたいんですけれども、17 ページの中ほどに「通勤などによる

流入人口約 1,000 人増加を目指す」と。交流人口ということであれば納得できるのです

が、次のページにいくと通勤・通学人口で、ここにも同じように 1,000 人、「流入人口を

1,000 人増やす」という風になっているんですけれども、通勤・通学ということになる

とここに抜け落ちているのが、市内在住で市内在学在勤の人は多分 13,000～14,000 人く

らいいると思うんですけれど、まずそちらの方を見てもらわないと、市外から 1,000 人

雇ってしまうとお金が市外に逃げていくので何か良くわからなかったので、グループ討

議に入る前に経済学のことも良くわからないので、これで良いのかどうか教えて頂きた

んですけれども。 

○Ｅ副会長 多分整理されたことだと思いますが、大丈夫ですか。流入人口で数字が示さ

れておりますけれども、流出とか。 

○事務局 こちらは新たな雇用の場をつくるということで、特に大学での流入人口を増や
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すというのはなかなか難しいのかもしれませんが、例えば工業団地ですとか、そういっ

たような計画もございます。その中で新たな雇用の場をつくることで流入人口を増加さ

せるというというのを目標としたと。以前、流出と流入の差分での違いというものが非

常にわかりづらかったものですから、単純に流入人口の増加を目指す内容にしたという

ところでございます。 

○Ｂ委員 市内在住在勤の人が 1,000 人増えるのだったら納得いくんですけれど、市外の

人が来て今犬山のお金を持って行くのが妥当なのかなと、良くわからなかったんですけ

れど。 

○Ｅ副会長 「お金を落としてくれる」という意味ではなかったんですか。 

○事務局 すみません。一度検討させて頂きますので、よろしくお願い致します。 

○Ｅ副会長 この 18 ページのところはもう一度再考して頂いて、次の時にでもご報告頂け

たらなと思います。ポイントはやはり土地利用のところで、Ｂ先生からご質問頂いたこ

とに関する事務局の答えとしては、賑わい、新たな賑わいの拠点であるとか更なる交流

の拠点ということで、可能性を持ってこういう図を描かせて頂いたという説明だと思い

ますので、この後どのようにこれを活用していくのは恐らく施策ともリンクしてくるん

じゃないのかなと思いますので、グループの方でご議論頂けたらなという風に思います。

それでは次の協議事項に移らせて頂いてよろしいでしょうか。 

○Ｎ委員 すみません。1点ちょっと確認事項で、例のその橋爪・五郎丸地区と国道 41 号

線沿いに「交流拠点」という言葉が事務局からは出てくるんですけれど、例えばアンケ

ートとかここでの議論というのは、概ね商業機能の充実だとか活性化というところだっ

たと思います。「交流拠点」と言われると、また箱物をつくるんだなという気はするので、

なぜそういう「交流拠点」という言葉にこだわるのか、事務局の見解というか考えをお

聞かせ頂きたいです。 

○Ｅ副会長 「交流」という意味を説明してくださいということで。 

○事務局 20 ページの土地利用の方針の中で、赤字で書かれている部分をご覧頂きたいと

思うのですが、「公共交通の要所であり、且つ既存の公共施設の集積が豊富な犬山駅周辺

地区と橋爪・五郎丸周辺地区」。こちらですね、橋爪・五郎丸周辺地区でのバスの乗り入

れ等が犬山中央病院にされているなど、そういった交通の要所が現時点でもあるわけな

んですが、この中で、「市民が安心して暮らし続けられ、市民及び市外の人々にとっての

生き生きとした交流の舞台となるような機能を高めていきます。」とあります。この中で
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先ほど申し上げたのですが、この地区というのを将来的にどのような地区として何を整

備していくのか、何を誘致していくのかといったような、また、これから決定をしてい

くことになるのかなと思っております。そして、「交流」ということで設定させて頂いた

のは、ここに人が行き交う、人がここに集うというところで新たな賑わいが生まれます。

ここで新たな商業的な活性化も生まれてくる。そして、或いはそこで人が活動すること

によって新たな賑わいが生まれていくのではないかなということで「交流」という言葉

を使っております。 

○Ｎ委員 具体的に書けないのは何なのですかね。書いてはいけないとか。 

○事務局 ここの土地利用の方針とこの土地利用計画図については、この土地利用の方向

性を示していますので、あくまで「交流」という表現をしておりますが、また後ほど施

策の全体像の案のご案内にもなってくるんですが、そちらについては商業ですとかそう

いったような部分の表現はさせて頂いているというところです。 

○Ｎ委員 議会から提案した項目の 3 つの後ろ、2 つ目の「今井パイロットの規制緩和」

というところもそうなんですけれど、ここの部分の基本的には規制があるから何もでき

ないという部分があったんです。だから「規制緩和」とハッキリ言った方が良いんじゃ

ないかという風に思ったんですけれど「交流拠点」という風に書いただけだと、「いや、

現状でもどこどこがあって、農業をやっている人がたくさんいますから交流しているん

ですけれど」という風に何というか逃げ腰に見えるんですね。ハッキリ「規制緩和を目

指す」という風に書いた方が良いかなと僕は思ったんですけれど。 

○Ｅ副会長 今、Ｎ委員のご意見ということで、恐らく基本構想の部分をどういう書き方

をするかという他の表現の仕方とも関係してくるんじゃないのかなと思いますので、ご

意見としてお聞きをするという形でよろしいでしょうか。それでは次の協議事項に移ら

せて頂いてよろしいでしょうか。今日 2つ目の協議事項ということで「施策の全体像に

ついて」。事務局お願いできますか。 

○事務局 それでは、協議事項の（2）、「施策の全体像（案）」についてご報告させて頂き

ます。使用する資料は資料 2～5でございます。資料の 5が「施策の全体像（案）」とし

て今回提示させて頂いております。そして資料 2～4については、資料 5に至るまでの謂

わばプロセス、過程となっております。最終的なゴールというかお示しする資料として

は資料 5の「施策の全体像（案）」となります。まず、前段として資料 2からご案内をさ

せて頂きます。こちらは、これまでの作業のまとめという形になります。これまでの審
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議に用いた資料ですとか作業がたくさんございます。捲って頂きますと資料 2、縦の列

ですね。こちらがこれまでに行った作業ですとかまとめた資料等々が並んでいます。そ

れに対して横の行。こちらが市の施策、112 ございます。これを並べてあります。資料

ごとに作業ごとにですね、どの施策に対してどのような意見、提案があったかを表にま

とめて並べてみたというところでございます。このことによって何が見えてくるかなと

いうことなんですが、重要度が高い施策ですとか特徴的な意見、或いはよくここに集中

して意見・提案があったようなものが浮かび上がってくるといったところでございます。

例えばですけれど、たった今、Ｎ委員からのお話にもありましたが、3 ページをご覧頂

くとね、3 ページの一番上なんかですと「魅力ある商業地の整備」ということで様々な

作業、様々な検討の中で、集中して議論、意見が特徴的なものが出ているというような

ものが浮かび上がってくるということでございます。そしてこちら、色塗りがしてあり

ます。後ほど資料 5でご案内をさせて頂きますが、施策の全体像の中で「重点施策」と

いうのを設けています。それに関連する個別施策についてそれぞれ合致するものに色を

つけてありますが、これは逆向きのような形で、施策の全体像とは提示させて頂くもの

が決まりまして、それに関連するものの色づけをしてあるということで、今、双方の資

料もわかりやすいように色づけをしてあります。これまで、こういったような作業をし

てきたよという履歴で、資料 2となっております。続きまして資料 3です。「第 2回総合

計画審議会における委員提案まとめ」になります。先程の資料 2を基に今後 6年間に必

要な施策事業は何かについて、前回グループ討議して頂きました。冒頭ご覧頂いた色紙、

こちらの色紙は皆さんにこれは必要だろうということで書いて頂いたものでございます。

こちら、記述頂いた提案をまとめてあります。また、提案内容の左側に施策分野を少し

見やすくしてあるというものが資料 3でございます。続きまして資料 4になります。「今

後 6年間に重点すべき施策事業の候補一覧」になります。資料 2と資料 3を踏まえまし

て、これまで審議会の委員が重要と考えて頂いた施策、市民ニーズや要求の高い施策。

そして市として評価していくべきだと考えている施策。特出ししまして所謂エントリー、

ノミネートしたような形になります。この一覧が今後 6年間に重点すべき施策事業の候

補というところで提示をしております。この他またご覧頂きたいと思いますが、資料 4

までの履歴を経まして資料 5 になります。資料 5、「施策の全体像（案）」についてとい

うことで、今回たたき台としてご提示させて頂いております。こちら、施策の全体像と

いうのは、総合計画で言いますと本冊の 34・35 ページです。こちらをよろしければ対比
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して頂ければと思います。34 ページと 35 ページですね。ありがとうございます。元々、

施策の全体像、10 の宣言を横並びに書かれておりました。今回は見直しの目的の 1つと

してメリハリのある計画をする、それを主眼と置いております。ですので今後 6年間、

特に重点すべきものは何かという点で特出しをしてございます。たたき台となっており

ます。施策の全体像、表の成り立ちについて、構成についてご案内します。一番上の「ま

ちづくりの考え方」と、「目指すまちの姿」は変更ございません。それからその次、「今

後 6年間の重点施策（案）」はこちらを今回掲載させて頂きました。重点施策としては 3

つ、1つ目が「産業の活性化」、2つ目が「活躍の場づくり」、3つ目が「定住促進」とな

っております。その下については、宣言の 1～10 まで各個別施策についてということで、

これは従来と変わりありません。今、この重点施策に合致するものを関係する施策につ

いて色が付けられておりますが、内容については従来のままでございます。本日議論頂

いた中で、そこで最終的に宣言の 1～10についての変更・修正等を行っていきたいと思

っております。今後 6年間の重点施策について、内容を簡単にご案内させて頂きます。

まず重点施策 1、「産業の活性化」です。こちらは 7項目ございます。1つ目が新たな交

流拠点の形成ということで、駅設置の可能性の検討とか、公共交通の充実。2 つ目は魅

力のある商業地の整備。その次が、地産地消を促進し犬山の特性を活かした施設誘致。

その次が、こちらは総合戦略にも記載しておりますが、特定の幹線道路について商業施

設を呼び込みたいということで、商業集積ラインというものを設定するというもの。次

の点が、工業団地の整備といった企業誘致。その下が、時代に合った農業の展開と活性

化ということで、若者や高齢者など新たな担い手を育成、育てていきたいということで、

こちらを提唱しております。最後はインバウンドです。2020 年に東京オリンピックがや

って参りますので、やはりこちらに対応していく体制の充実が必要であろうということ

で、産業の活性化 7項目を提唱させて頂きました。続きまして、重点施策 2は「活躍の

場づくり」です。5項目ございます。1つ目が起業支援。2つ目が感性を育む学びの場づ

くりということで、授業改善ですとか自然や文化財など、犬山の特性を活かした学びの

まち実現とさせて頂きました。3 つ目は犬山で具体的に何かをしたいという方、そうい

った方を応援していくという市民活動支援、その次の点は、今はまだこれだというもの

がないかもしれないけれど、まちづくりを将来担い手となって支えて頂きたい、そうい

った方を育成していく、そういった市民活動支援を提唱しております。もちろん若者だ

けでなく、女性だったりシニアであったり、様々な世代の方がそういった方を育成して
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いくというのが 4つ目の点になっております。こうした何かをしたい人、或いはこれか

ら担い手として育って頂きたい方、そういった人達を取りまとめていくための施策の 1

つとして人材バンク、こういったものをつくり運用していくというところを書かせて頂

きました。特に前回の議論でもお話がありましたマッチングですね。人やモノ、或いは

情報といったようなものをマッチングさせていくといったようなことを進めていきたい

ということで、5 つ目の施策事業として提唱させて頂いております。最後、重点施策 3

については 7項目ございます「定住促進」です。定住促進といいますと、本来ですと総

合的な施策になりますので、全ての施策事業を展開することで、定住促進というのは実

現するのかなと思いますが、この中で特に重点していくべきであろうということで 7項

目挙げさせて頂きました。1 つ目は前回の総合計画審議会でもお話が良く出ておりまし

たが、既存ストック、空き家ですとか空き地、農地、もちろん公共施設ですね。こうい

ったものの活用。2 つ目は地域ごとの生活拠点の形成ということで、これは新たな箱物

をつくっていくということではなく、既存施設を多機能化させていくなど、そういった

展開をしていけたらと考えております。次の点は、交通体系の充実。その次は、子育て

支援の充実。続きまして、次の点は多様な住まい方の実現ということで、例えば町屋で

すとか或いは池野、今井、栗栖といったような場所での優良田園住宅等、こういったも

のをこういった仕組みを活用して空き家等を活用していくというものでございます。次

の点は、見せ方伝え方の工夫ということで、効果的な情報発信。最後は、災害に強いま

ちづくり、安心安全なまちということで、こちら必要であろうということで、防災力の

評価を踏まえた災害に強いまちづくり、こちらを挙げさせて頂きました。以上、こちら

重点施策 3つを今回挙げさせて頂いております。こちらが「施策の全体像（案）」として

今回ご提示させて頂いております。よろしくお願い致します。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。今、資料の説明をして頂いたと思いますので、ご意

見はこの後、グループの中で頂きたいと思いますので、説明の内容について何かご質問

ございますか。それではこの後、グループに分かれてご議論を頂きたいと思います。1

つは土地利用計画ですので、資料番号 1の方ですね。それから 2つ目の方施策体系ごと

に非常に皆さんの意見がきれいに整理されていますので、それともう 1つは、資料 5の

一覧のこちらの方をご覧頂きまして、特に資料 5のところの 3つの施策についてですよ

ね。何が重点的に今後必要なものだとか、優先順位は何だとか、まだその文言は前回の

総合計画のままになっていると思いますので、この条件では弱いんじゃないかとか、狭
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いんじゃないかという表現もあると思いますので、そういったこともご議論頂けたらと

思います。今日はグループの中で意見交換されたことを是非ご発表頂きたいと思います

ので、この後グループに分かれて頂きまして、8 時半頃までを目安に意見交換をお願い

します。8時 40分になりましたら終了して頂いて、グループの方からの発表を頂きたい

と思います。最初に発表者の方を決めておいて頂けると良いんじゃないかと思います。

今日はＡ先生がご欠席ですので、A グループは話し合いをして頂いて、どなたか進行役

と発表役を決めて頂けたらなと思います。それではグループの進め方に関してはよろし

いでしょうか。それでは、Aグループ。 

○事務局 A グループは入口側で、Bグループは副会長の後ろの席でお願い致します。グル

ープ分けは名簿に書かれておりますので。よろしくお願い致します。 

○Ｅ副会長 では 8時 40 分まで、お願いします。 
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【Aグループ】（テーブル A） 

○Ｎ委員 では、進行は前回と同じく事務局の先生が。 

○Ｃ委員 今日 3コマやってきてもうダメですね、私。凄く疲れた。 

○事務局 お疲れの顔をしていますね。 

○Ｃ委員 お願いします。 

○事務局 はい。では、発表はＣ先生にお願いしてもよろしいですか。 

○Ｃ委員 誰でも他に、どなたかやって頂けるとありがたいですけれども。良いですけれ

ど、はい。 

○事務局 はい。では、私が進行役ということでよろしいですか。拙いですけれどよろし

くお願いします。今回、全体での説明等々がありまして、そこからご議論頂きたいこと

は 2 つあります。1 つ目は基本構想の中の土地利用、土地利用計画。資料で言いますと

資料 1になります。資料 1の 20・21 ページ、こちらが 1つ。もう 1つがですね、一番最

後にご案内させて頂きました、「施策の全体像（案）」ですね、資料 5になります。この

2 つについて A グループ議論を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

施策の全体像（案）の中では、特に資料 5ですね、重点施策として、黄色・ピンク・青

で色塗りさせて頂きました。この部分について、この内容で足りないものはあるのか、

或いはこれはいらないのではないか、或いはこの表現としてもうちょっとパンチの効い

た表現があるんじゃないかとかですね。表現について、見せ方伝え方の部分で工夫した

方が良いんじゃないかといったようなところをお話をして頂ければと思います。土地利

用については、ちょっとバクっとした感じで何を話していけば良いのかあれだと思いま

すが、先ほど事務局の方で話させて頂きました、今回変更となったのは国道 41号線沿い

のところ。従来は黄緑色の「自然共生ゾーン」でした。もちろん、「豊かさ向上軸」と「生

活交流ゾーン」ということで、色塗りを広げてドバッと塗ってある状態です。新たな「交

流」という表現が良いかどうかというのもまた表現を頂きたいと思いますが、交流の舞

台となるような機能を高めたいという意図、可能性を高めるという意味で、ここに色塗

りをしています。これについて自由にざっくばらんにご意見・ご提案等を頂ければと思

います。というところで口火を切らせて頂いて、早速皆さんに語り合って頂ければと思

いますが、まずいつも口火を切って頂くのはＮさんとなっておりますので、事務局の説

明等々踏まえて今の時点で自由に思うところのお話をドンドンして頂ければと思います。

お願いします。 
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○Ｎ委員 まず、土地利用構想の資料 1の方でいうと、市民の要望というか皆の期待して

いるところといえば、基本的には買い物を便利にしたいということだと思うんですよね。

それがなぜ橋爪・五郎丸でないといけないのかという説明はもう少ししなきゃいけない

なという風に思います。いきなりポンと出てきて、結論ありきな気がしてしょうがない

ので。やはり国道 41号線沿いという、その幹線道路の交通量の多さというのは今まで犬

山駅でどれだけの人が買い物した、それでカネスエとか五郎丸地区でどれぐらいの人が

買い物したというデータを総合戦略の時につくっていると思うので、そういうことから、

やはり商業を活性化させるにはここしかないぞということを説明する必要があるなと思

いました。そうでないと、じゃあここで新しくつくるよりかは犬山駅のヨーカドーの方

を再開発した方が良いんじゃないか、という意見が出てきてもおかしくないです。それ

ができればいいですけれども、ちょっと僕には難しいんじゃないかなという風に思いま

す。なぜここでないといけないのかという説明がいるんですけれど、次の資料 5の項目

の、この重点施策の 3つ、黄色・ピンク・青であるこの 3つの重点施策でタイトルにあ

る「産業の活性化」、「活躍の場づくり」、「定住促進」の全くイメージが沸かないという。

これは表現は絶対変えなければいけないと思います。 

○事務局 イメージが沸かないというのは、具体的じゃないということでしょうか？それ

とも一般的過ぎるというような。 

○Ｎ委員 ボヤっとしているとか、なぜ犬山でこれが必要かというところが良く見えてこ

ない。例えば、「産業活性化」でいうと買い物が凄く不便だったら何とかしなきゃとかい

う方がわかりやすい。 

○事務局 もう少し柔らかい、例えば語りかけるような表現も有りじゃないかなという。 

○Ｎ委員 そうですね。ピンとくる表現というか。 

○事務局 ピンとくる表現。 

○Ｎ委員 「重点施策 1、産業の活性化！」と言われて、どれくらいの市民がわさわさと

言うか。まあ良いです、やって貰えれば良いんじゃないですかというような感じだと。

なぜ重点施策にしているかということも、その表現の中でわかれば言うことないかなと。

あと、見せ方、伝え方が凄く大事ですよという。シティプロモーションとかもう至ると

ころに入ってくるんですけれど、それを言っている媒体そのものが凄くわかりづらいと

いうのも。 

○事務局 これは、この中身の 7項目 5項目に至る、そもそもの前の看板自体が全くピン
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とこないよという、もっとこうだからこうだろうとか、こういう困りごとがあるからこ

ういうことやるよ、みたいな多少長めになるかもしれないけれど、それはまた検討の中

でしょうけれど。もう少しパンチのある表現。その分を見ると犬山の現在がわかって、

じゃあやりたいことがあるような、難しいなとは思うんですけれど。 

○Ｎ委員 一言言うと、ストーリーが見えれば良いわけです。 

○事務局 ストーリーがね。 

○Ｎ委員 そう、その表現の中なら総合戦略の時にも言った話で、同じなんですけれど何

か固い言葉がたくさん出てきて、何のことだという。これはまあ良いことなんでしょう

けれど、というところで終わっちゃうという。 

○事務局 箱自体は 3つの箱？こういう風に 3つに分けましたよ、ここに入れましたよと

いうのはどうなんですか。 

○Ｎ委員 細かく見ていくと色々被っていたりもするので、重点の 3と 1の違いも正直ま

だかなり被っている部分がある。本当は、この箱の中の部分ももう少しストーリーが見

えやすい方が良いです。並んでいるだけ。並んでいるというか入っているだけ。交流と

いう定義が曖昧だから良くないと、さっき僕が言ったのはそこなんですけれど、凄く便

利な言葉である反面、何にでも入っちゃって、二番目も交流ですし、ある意味。 

○Ｃ委員 資料 5の一番頭にある「まちづくりの考え方」と「目指すまちの姿」、これ逆な

んじゃないの。まずは目指すまちのコンセプトがあって、まちづくりの考え方が次にく

るんじゃないかな。 

○Ｎ委員 確かに仰る通りですね。 

○Ｃ委員 最上位が「目指すまち」なんじゃないですかね。これが所謂あれですか。理念

でしょう、市の。 

○事務局 そうですね。 

○Ｃ委員 それが最初にくるんじゃないんですか？それでＮさんが言われた通りに、段々

それを具現化していくような方針があって。 

○事務局 こちらは当初からこの形になっては、今 3つあって、そこから導き出されるま

ちの将来像という、当初はそういう組み立て方をしていたということで。 

○Ｃ委員 ああそう。 

○Ｎ委員 でもそれは先生の仰る通りだな。逆だと思いますね。 

○Ｃ委員 大きなコンセプトがあって柱があるのが、一般的にはそうですよね。将来像が
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あって基本方針があるように。 

○Ｎ委員 そうなると、これはバラバラですもんね。「暮らしのゆとり」と「産業の活性化」

って全然、何かちょっとイメージが違う。 

○事務局 これは、「暮らしのゆとり」と「産業の活性化」が対になっているわけではなく

並んでいるだけなんですけれどね。 

○Ｎ委員 ただ、本当は並んでいるだけというのも、こう線にストーンとやった方がスッ

キリする。わかりやすいというか、本当に並んでいるだけなんですね。 

○Ｃ委員 これを一緒くたに、こういう風に体言止めで説明しようとしても無理があるん

じゃないですか。もうちょっと具体的に書かないと、多分。 

○事務局 この箱の話ですか？ 

○Ｃ委員 この箱の中の重点施策のこのタイトルが、これを読んだだけでは多分、タイト

ルを見ただけではわからないような気がしますね。 

○事務局 なるほど。それは今、Ｎ委員が仰られたような内容とイコールですね。 

○Ｃ委員 Ｎさんの言う通りかと思いますけれど。 

○Ｎ委員 マニフェストとか良く選挙でつくる時にも必ず僕は動詞にするんですけれど、

「～します」とじゃないと伝わらないという。名詞だと何か良くわからないんです。誰

が何をするのか。 

○Ｃ委員 結局、産業の中に、商業と工業と農業と観光か、全部入っているから産業にし

たんでしょうけれど全産業だよね。 

○事務局 それぞれの、個々は大事だなというところでこれを括っていくとなると、「産業

の活性化」という言い方に非常に普遍的な、一般的な表現になっているんですけれど、

ではこの箱の中身云々というのもまた出し入れはあるとして、表現として例えばこんな

のが良いんじゃないか、みたいな。 

○Ｃ委員 本当にやりたいのは何ですか。全部やりたいんですか。この中でも優劣はある

んじゃないですか。 

○事務局 この 3つの中の優先順位？ 

○Ｃ委員 3 つじゃなくて、この箱の中の細かい、今、箇条書きになっているものですね。

欲張ってやろうとすると、結局何もできない。 

○事務局 そうなると、この中で優先順位をつけていくべきではないかというような。 

○Ｃ委員 濃淡がちょっとあっても良いのかなと。濃淡ね。そして本当にやりたいことを
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重点施策のタイトルにしても良いんじゃないか。やれますか、これ。6 年間で。やらな

いといけない、というところもあるんだろうけれど。やれたら良いと思いますけれど。 

○事務局 今、どちらかというと資料 5の方に議論が進んでいるので、こちらを重点的に

お話を進めていきたいと思うのですが、まずは順番にこの並びとか内容についてお聞き

していきたいなと思うんですけれど、Ｇさんいかがですか。 

○Ｇ委員 ちょっと見ていても全然わかりません。もうちょっと考えさせてください。 

○事務局 わかりました。では、Ｏさん。 

○Ｏ副会長 この重点施策 1の「産業の活性化」で、工業だけがちょっと後ろに隠れちゃ

っていて、唯一でてくるのが括弧書きの工業団地で、しかも企業誘致というのは工業だ

けじゃないですよね。商業施設もあれば何だってあるわけですよね。それで工業が後ろ

に隠れちゃっている。農業、商業と比べるとね。それと、所謂農業の 6次産業化ってい

うのかな。そこはやっぱり 3次産業も絡めば工業も絡むわけですよね。その辺の絡みの

ことが何も書かれていないので、地産地消とはありますけれども、その 6次産業化を目

指す部分がもっとあっても良いかなと。 

○事務局 なるほど。他の箱はいかがですか？ 

○Ｏ副会長 他の箱はまだ見ていないです。ここばかりが気になっちゃって。 

○事務局 ありがとうございます。Ｃ先生は今お話頂けましたね。 

○Ｃ委員 これはもう終わりですか。Ｎさん、そうですか。 

○事務局 後でいきましょう。 

○Ｃ委員 後で。ちょっと１点だけいいですか。重点施策 1の中の、最後の「施設のネッ

トワーク化」って、これは観光施設のネットワーク化。つまり何ですか、移動ですか。

どういうことですか。それが良くわからないです。例えば、サインをたくさん外国人向

けに入れて誘導するとか、いろいろな方法があると思うんだけれど、これは何を言おう

としているのかが良くわからないですね。「施設のネットワーク化」ではわからない。 

○事務局 どちらかというと、城下町は城下町、その他のモンキーパークとか明治村とか

リトルワールドというのは、どちらかというとあまり連携が取れていない形になってお

ります。これを連携が取れるような形で、例えば。 

○Ｃ委員 観光施設間の連携ということ？ 

○事務局 はい。交通も課題だと思うんですよね。Ｃ先生が仰るようにうまく回れないと

いうようなことも課題でして、一部明治村と犬山城の間のバスというのはやったことも
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あるんですけれども、全体の犬山の色々な資源を回って頂いて、滞在時間を増やして頂

くというのは現在の課題です。そのためには、足の問題もありますけれども、ソフトに

言うとチケットの話もありますでしょうし。 

○Ｃ委員 大雑把に言えば「観光施設間の連携」くらいでしょうか。 

○Ｎ委員 3 つは名鉄さんの施設ですけれどね。 

○事務局 Ｃ委員、他は今の時点で気になるところはありますか？ 

○Ｃ委員 良いです。 

○事務局 はい。ありがとうございます。Ｌ委員、よろしいですか？ 

○Ｌ委員 はい。私、この施策にどこまで具体性を持たせて書くというのが正しいのか良

くわからないんですけれど、確かに何をするのかわからないというのはその通りだなと

は思うので、定住促進とかは本当に大事だと思うんですが、じゃあ、この既存ストック

の空き家をどう使いたいのかということを書くのが具体性なのか、もうこれをこうしま

すよというのが具体性なのか、わからないなと思うのですが、でも、活用っていうのは

確かにどこの市町でも活用はしたいだろうし、多分どこの市町でもきっと同じような重

点施策にこうやって書くとなってしまうんだろうなとは思うので。犬山市がじゃあ独自

にこの空き家をどう使うのかとか、学校が廃校になっているところとかもこういう風に

使いますというのは結構出てきていると思うんですけれど、そういうことが出せるとわ

かりやすいのかなというのは、ちょっと思いました。あとは「「この犬山で何かをしたい

人」を応援」というのが、何かちょっと、犬山じゃなくてももし本当に犬山でやりたい

と思っている人が、熱意がある人はもうやっているのかなと思うので、それの幅を広げ

るというか、土台を広げるのであればもうちょっと、犬山でというより。 

○事務局 何かをしたい。「犬山で」を取ってしまっても良いのではないかという。 

○Ｌ委員 多分、何かしたいと思っている人はどこでも良いけれど、こことしたいと思っ

ているような人達を応援したいということなのか、もっと犬山の地域を生かして何かを

しなさいということなのか、ちょっとそれはどっちなんだろうなというのは思いました。

あとはきっと、ちょっと何かこう条件みたいなものが出てくると良いのかなというのと、

多分商業についても今ある施設が潰れて良いわけでは決してないと思うので、じゃあイ

オンがドンと、どこでしたっけ、橋爪に来ればじゃあそれで良いのかというと、ちょっ

と違うのかなと思うので、既存の施設とどう折り合いをつけるのかというか、win-win

の関係じゃないと絶対にここで提案をできないのかなと思うので、今ある施設もやっぱ
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り大事にしなきゃいけないかなと思うので、この誘致だけじゃなくて今あるところを、

どう困っているのかはわからないですし、カフェとか流行っているようにも見えるけれ

ど内容はわからないですし。今ある施設をどう盛り上げるのかというのも大事なのかな

という風に思いました。 

○事務局 はい。ありがとうございます。 

○Ｎ委員 わかりやすいのは、これだったので商業ダメになりましたよという。1 つも書

いていないですもんね。今見ていたら、確かにゆとりとか凄くジジくさいなという。だ

からダメになったんだ。へえ、なるほどというのが凄く分かりやすい。 

○事務局 ここにある商業も当然含まれた上での意味としてね。 

○Ｎ委員 意味としては良いんだけれど、やはり先生が仰ったように、優先順位としては

凄く後ろだったんですね。そのまま結果に出るというのが一番わかりやすい。今まで軽

視していましたけれど、これから重視します、考えますというのが一番わかりやすい。 

○Ｃ委員 例えば、今の商圏人口がどんどん市外に出ていると。それを呼び戻すというこ

とであれば、win-win の関係になりそうだけれど、今のままだと取り合いになるだけで

す。お客さんの奪い合い。どこかが建てばどこかが潰れるんですよね。そうじゃなくて、

今、例えば買い物で周辺の市町村に出ているものを留めると。そういう考え方が必要で

すよね。それで、商圏人口がどうなっているのかというのも気になりますよね。推移が

他に行っているのか、人口とともに減っているだけなのか。やはり外に出ているのなら

戻したいですよね。外でお金使うくらいなら内で使ってくださいという。 

○Ｎ委員 総合戦略の時、何かありました？ 

○事務局 ありましたね。 

○Ｎ委員 商圏分析みたいな。7割でしたっけ、市外流出で。 

○Ｃ委員 7 割出ているんですか。ちょっと出すぎだね。もうちょっとこれを。 

○Ｎ委員 10 年前の出ている割合より物凄く上がったという数字がありました。 

○Ｌ委員 これは何という。 

○Ｃ委員 商圏人口で。 

○Ｌ委員 今、何のことをやっているんですか？それはどういう意味なんですか？お金を

使う人口のこと？ 

○Ｃ委員 犬山の商圏人口。犬山の商業で使っている人口。 

○Ｌ委員 商業の圏域の件ですか？どういう感じのですか？ 
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○Ｃ委員 圏域じゃなくて人口ですね。所謂犬山でお買い物をしている人口です。 

○Ｎ委員 凄いな。 

○Ｌ委員 何か納得ですね。 

○Ｎ委員 何かわかる気がしますね。 

○Ｃ委員 どんな感じですか。1人当たり年間販売額。岩倉より低い。 

○Ｎ委員 そっちはアレなんでしょう。多分、買い物動向調査。 

○事務局 そうです。消費者動向調査で、買回り品が市内で買い物をする光景が 10％。 

○Ｃ委員 買回り品ね。最寄り品は？日常の。 

○事務局 日常の最寄り品は、まあまああります。67。 

○Ｃ委員 それでも 7割か。ちょっと低い。 

○事務局 そうなんです。ただ前回が、つまり 10年前が 73％なので、5～6ポイント下が

っていますね。確かに推移を見ると、周辺に大型のショッピングモールができるとガク

ンと下がる。 

○Ｎ委員 扶桑ができて、各務原ができて、という。 

○事務局 小牧の、スポーツ用品なんかだとガクンと減った時、何だろうと思ったらデポ

ができたりとか、やはり市内で買いたい物が買える場所がなくて、周りにできるとそこ

へ買いに行っちゃう。それでドカっと落ちるのは、数字としてはわかりやすく出ている

かなというところはありますね。だから、Ｃ委員が仰るように本当は犬山にあれば買う

んだけれどないから外に買いに行っているというのを、何らかして取り戻すというのは、

考え方としてはそうなんだろうなと思いますね。 

○Ｇ委員 すみません。私、主婦で全くわからないんだけれど、かつて例えばヨーカドー

ができて商店が入ったけれど、大型がダメになりましたよって。それで、例えばイオン

が入ってきて、イオンばかり行って今度は市内のヨーカドーもダメになりました。何か

その循環というか、悪い循環で全てに満足できるものはないと思うんですね。そうした

ら、例えば極端な例だけれど、スポーツ用品ならココとか農業用品ならココみたいな、

そういう犬山の特性を生かしたものを持ってきた方が、どこもかしこも同じ輪切りで持

っていてトータルに総合的なものを建てるのも、ごめんなさい、何のデータもないんだ

けれど何となく時代遅れのような気がして、その追いかけっこなんですよね。どこへ行

っても次から次に大きなもの。じゃあイオン持って来て良かった。今度、扶桑がそれを

やる。でも向こうが何か考える。また考える。何かそうなったら合併の基礎となるよう
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な考え方かなと思って、それの良い悪いは別にして、それよりもまず犬山らしいってわ

からないんだけれど、皆で議論してココなら犬山に行こうとかそういう考え方をしてい

かないと、それをみんなでつくっていかないと、工業なら工業、産業なら産業というと

ころにちょっと片手落ちかもしれないけれど、そういう大きな議論がいるのかなと思っ

たんですね。何もまとまっていないし、明文化できないんですけれども。 

○Ｏ副会長 どうしてもこれ、総花的に書かなきゃいけないですか？取捨選択じゃないけ

れど、これを特化しようとか。 

○Ｇ委員 総合計画だもんね。 

○Ｏ副会長 もう諦めるとか、他を。 

○Ｇ委員 重点施策だから。 

○事務局 これでも大分、重点施策は下に 112 ありまして、そこから選りすぐりを何とか

選んで。本当に色々な意見を頂いたんですね。アンケートでもそうですし、この会議で

もそうですし。色々な場で色々な意見を頂いていて、やむにやまれず切っていって、よ

うやくここで挙げたと。 

○Ｇ委員 すみません、勝手なことを言って。 

○事務局 本当は 1個ずつ書くというのがわかりやすいのかもしれませんが、やはり大事

なものというのは 1つではないというのが、犬山市の考え方ですね。 

○Ｏ副会長 それはそうなんですけれどね。 

○Ｎ委員 勇気を持たないと。 

○事務局 その中でも、いくつか候補を絞らせて頂いたというところです。でも、Ｏ副会

長としては、もうちょっと減らしても良いんじゃないのという。 

○Ｏ副会長 いや、実際にできるの？できないの？ということと、さっき言われたような

ことがあって。 

○Ｇ委員 例えばホームセンターみたいなものって、中盤の規模だけれど結構充実してい

ると思いませんか？ナフコがあったりカーマがあって、そういうところを注目していっ

て犬山はこれだよ、みたいな。 

○Ｏ副会長 扶桑と小牧と江南に任せる部分はこれだけだと。犬山はもう知らない、手を

出さないと。 

○Ｇ委員 もちろん皆さんに手が届くところに商業施設はあってもいいんだけれど、大き

いものっていうのはそういった、それに対してやりたいなと、今、ちょっと思ってしま
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ったんですが。 

○事務局 なるほど。今回、土地利用計画の説明をした中で、国道 41号線を色塗りました

と。可能性の扉を開くために何らかの、例えば民間の方はここで何かやりたいという時

に、今までできなかったんですね。塗ったからできるわけではないんですが、前提とし

て総合計画に書いてないからできませんという状況であったのを、まずは可能性として

開こうと。これで、今まで門前払いだったのが議論だったり検討の余地が出てきた。こ

れを書くことによって、色々な土地利用のアイデアだとか提案が出てくると思うのです

が、今、奇しくもＧ委員が仰ったように、「犬山らしい特性を活かした」というフレーズ

が出て、それは結構出てきているんですね、今までの議論の中でも。ちょいちょい出て

きていて。例えば、この土地利用の挙げ方として、どんなものが皆さんは望ましいと。 

○Ｎ委員 僕はもう「道の駅」と書いちゃいましたけれど、できれば色塗りをしなきゃい

けないって、今、事務局が言ったのは、愛知県の管轄している「都市計画法」という法

律で、市街化調整区域というあまり市街化するなという地域になっているからです。そ

れを市街化区域という風に編入すれば店は建つと。今までそうじゃなかったから店が建

っていないよということなんですけれど、だけど、もしかしたら調整区域という枠内に

もできることはあるかもしれない。それも僕は一番ベストだなと思うんですけれど。愛

知県にわざわざお伺い立てて、多分 2年ぐらい手続きに掛かっちゃうので、市街化変更

に最低 2年。だから、それよりも犬山市の今の枠内でできることをパッとやりましょう

という方が早い。それがないのかなという風に思っていますけれど。 

○事務局 「道の駅」と言って頂いたのは、当たり前のことを確認するんですけれど、道

の駅って一般的に駐車場があって、交通の情報があってとか、休憩施設とトイレ等だけ

つくればいいというよりは、それに付随する地域の産業を活性化させるようなものが込

みでの施設というような意味合いですね。 

○Ｎ委員 元々あった計画でもありますしね。それが平成 19 年だかに、農協とか商工会議

所さんに色々ヒアリングしたらやりませんと農協さんが言ったりとかということで、頓

挫している状態。 

○事務局 そこで生まれるものというのは、地域の特性を活かしたものであったり、さっ

き言った 6次産業とかそういったものを想定されている。 

○Ｇ委員 このエリアだと、広げたところってやはり農ですよね。例えば、大府の健康な

んとかに象徴されるような特性とその道の駅がマッチングしたっていうか、合体したっ
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て感じですよね。 

○事務局 Ｌさん、やはり地産池消というか、そういう地のものが買える場所ってあると

良いですか？ 

○Ｌ委員 私、道の駅巡りはしていますよ。でも、その野菜とかは集まるのかなって。犬

山に住んでいると思うのは、犬山でも朝市とか出て何回か行っていますけれど、じゃあ

人に来てくださいって言えるものなのかという。高山とか輪島とかの朝市とは確実に違

うので観光になるのかなというのと、やはり買いに来てもらう以上は。 

○Ｇ委員 でも納めている人は、結構重複して納めているんですよ。農協で納めていたり

観光朝市でもやっているし、それから三河屋さんのあそこでやっているって人も多いの

で、何となく集積はできるのかなって。ただ、特徴的なものがないのかなってこと。 

○Ｌ委員 今の規模だからこそ、あの辺に良くわからない路駐とかができているのができ

なくなるだろうなと思うと、やはり整備するものは絶対出てくるでしょうし、それを道

の駅という風にすればもちろん良いとは思うのですが。じゃあ可児ッテみたいにものが

出せるのかというところは、検討がいりますよね。 

○事務局 可児ッテ、土曜日に行ってきたんですけれど、置いてあるものは長野県のもの

が凄いですね。 

○Ｇ委員 もうあっちこっち。 

○事務局 でも良いものですよ。皆、高いけれど良いもの。 

○Ｇ委員 加子母の道の駅も、とんでもない九州のところと姉妹提携のところのものが置

いてあったり。でもストーリー性はあるんですよ、そこに。どうしてかというのがちゃ

んと謳ってあって、都市間交流していますよいうのは書いてあって、それは多分、加子

母の特産品が足りないから私はそこでと思っているんだけれども。 

○Ｇ委員 そう。コンニャクも美味しいけれど。でも、そういうのをストーリー性があっ

てそれこそ色々なものを PR できるなら、それはそれで良いのかなと思いますね。 

○Ｎ委員 犬山だと篠山とか日南とか。 

○Ｇ委員 そういうことですよね。じゃあついでにドイツのとか、そういうことも考えら

れる。 

○事務局 Ｏ副会長は、ここを今回色塗りをしていこうというような土地利用ですけれど、

表現ですが、これについてはいかがですか？市街地として拡大を図っていくというよう

な。 
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○Ｏ副会長 エリアが広すぎる。 

○事務局 エリアが広すぎる。色塗りをした部分が塗りすぎだというイメージ、逆に今の

総合計画の 21ページの中で進めていけば良いんじゃないかという。これはもう自由な意

見の場なので。 

○Ｏ副会長 こっちの人がまた文句を言ってきたりと色々あるかもしれないけれど。 

○事務局 「豊かさ向上軸」とか「生活交流ゾーン」は、この当初のものでこの中で拡充

していけば、まちづくりとしては良いんじゃないかというようなご意見ですね。Ｃ委員

に聞いて良いのかどうかわかりませんが、いかがでしょうか？ 

○Ｃ委員 私は都市マスの委員でもあるので、これが上位計画になりますから、これで色

を塗らなかったらこの市街化の議論はできないというのがまずあります。それにしても、

愛知県の顔色を伺いながらさっきＮさんが言った通りです。愛知県としては、もう市街

化区域はこれ以上広げることはまかりならぬということでやっていますので、というか

市街化をするということは、それだけ都市基盤を整備してお金を掛けるわけです。それ

に対して、本当に実需と言っていますけれど、それだけの価値があるのかどうか。これ

は非常に税金を使います。そこまで皆さんが決断するかです。税金を使ってこの地域を

変えるという。それと、愛知県の方が言うのが、市街化区域の中でも利用されていない

土地があるんじゃないかと、これはまず言われます。そこをまず利用するべきなんじゃ

ないかと。これはもう必ず言われることで、だからＮさんが言った通り、なぜここかと

いうのをもう一度理詰めできるようにしておかないと多分納得されないと思います。そ

れで僕は、1 つは駅とセットだと思っていまして、Ｎさんは交流がちょっとあやふやだ

と仰るんですが、僕はあやふやのままにしておけば良いかなと思っています。所謂駅の

セットというのが僕の中ではありまして、駅と市街化セット。近くに病院とかもあるん

ですね。先ほどの道の駅も車じゃないと行けないというのはダメだと思うんです。今後

の社会を考えたら。いろんな公共交通でも行ける。駅がダメならバスももちろん良いん

ですけれど、そういうことで、この総合計画の段階では一、交流の舞台でもまだ良いの

かなと思っています。とにかく、ここで色を塗っておかないとどうしようもないんです

よ。次に続かないです。所謂都市マスでは何もできなくなる。だけど先ほども言われた

通りに、本当にこれだけ広くすべきかどうかという議論もあります。 

○Ｎ委員 未利用地も、今まで議会で色々聞いても、例えば駅を設置してそこの開発をす

るべきじゃないかと聞いても、まずは市街化区域の未利用地が最優先ですといって 10
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年間ずっとやってきたのが現状というか。それで、どれだけじゃあ利用できたのかとい

ったら、かなりごく一部。ちょこっと工場ができたというぐらい。市街化区域の未利用

地の活用は非常に難しいですよということも説明しなければならない。やはりそれなり

に行政も補助しないと、そのままでは全然活用されません、未利用地は。お金も高いし、

地価は高いんだから。 

○事務局 エリアのことなんですけれど、これが今の都市計画図です。概ね西側に市街化

区域。色が塗ってあるところは市街化区域ですけれども、実は前の都市計画の土地利用

構想図も白いところも含めて黄色がずっと塗られているんですよね。ですので、必ずし

も市街化区域編入というかというだけではなく、活力を生むためにエリアを設定して、

それを何らかの手法で活性化させていこうということだという風に理解しております。

絶対、じゃあここは市街化編入して区画整理やって、税金を高く導入するのかというと、

それは検討の余地がある。 

○Ｃ委員 だから、この中でも濃淡があるわけだから、僕は何でこれをこうしたのかなと

思ったんですよ。 

○事務局 ああ、スポーンと。 

○Ｃ委員 スポーンとこうやっておけば良いじゃないですか。何でここだけ恣意的に見え

てですね、こう大雑把に塗っておくんですよ。 

○事務局 更に塗っちゃう。 

○Ｃ委員 うん。濃淡ありますよ、実際は。でも、この辺っていうやつですよ。この辺こ

の辺、それで良いんじゃないかなと思います。ここだけやたら具体的で、ここ何で緑な

のというのは思いますね。どうせこういう概念図なので、これを付けることによって概

念図じゃなくなるような気がするんですよ。こういうところもちょっとそういう感じは

しますけれど、もっとこう丸く、何ですか。 

○事務局 表現を。 

○Ｃ委員 うん。やっておけば良いぐらいじゃないかなと思うんですけれど、それで具体

的なその拠点は都市マスに流せば良いじゃないですか。 

○事務局 次に繋がらないって仰られたのは同じことかもしれないけれど、ここで方向性

を出しておくという程度に留めておく。でも方向性を出しておかないと次に繋がらない。

だから色は塗る。 

○Ｃ委員 凄く大雑把に。 
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○事務局 全てを決めるものではないけれど方向性はつけておくと。大雑把につけておく

のがいいんじゃないかという。 

○事務局 でも、都市マスの地域別構想とかそちらで、もうちょっと具体的に。 

○Ｃ委員 そうですね。今、だから結局この会が 3回ですね。その間に 1回も開かれてい

ないからこれを待っているわけでしょうということなんです、実情は。それで、拠点を

決めようという議論までしていて、具体的にどこを拠点にするかというのは、今後、多

分これを受けて決めていく。都市マスでも橋爪・五郎丸は拠点としては出ています、既

に。 

○事務局 可能性として色塗りをしておく方向性として。 

○Ｃ委員 だから物凄く大雑把で良いような気がするんですけれど、何かこう入っている

と気になる。この形が気になるんですね。 

○事務局 Ｎ委員はどうですか？ 

○Ｎ委員 全面的に賛成。 

○Ｃ委員 こう、もうちょっと Pのこの輪っか。これもガーってやって、実を言うと都市

マス的にはやはり駅は活用したいねと。それで、場合によっては移動もありじゃないか

と、駅の。これはもう場合によっては、です。全然役に立たないようなところにある駅

はちょっと移動した方が良いんじゃないかとか。今ここにも集落があって、本当言うと、

こんな感じで入れて欲しいなっていうぐらいですね。鉄道の周りはやはりちょっと入れ

て欲しいねと。 

○事務局 今の豊かさ向上軸は、電車の線路の上をなぞるような形で。 

○Ｃ委員 なぞるような形でグーッと、間もこの辺も色々ありますよね。大きい集落とか、

団地もありますし。 

○Ｎ委員 駅周辺もこの黄色い色で塗っておいてもらえると。うちは議会からの意見です

ので、その富岡とか善師野を見捨てるなという。 

○事務局 Y みたいですね。 

○Ｃ委員 そうですね。そこはお任せしますけれどもせっかく鉄道があるわけで、生かさ

れていないですよね。何か１つの駅は物凄く田んぼの真ん中にあるような。 

○Ｎ委員 善師野ですか。 

○Ｃ委員 ですかね。何でそこなの？という。端から見ると、色々事情があったんでしょ

うけれど。 
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○Ｎ委員 調整区域ばかりですしね。 

○事務局 はい。ありがとうございます。あっという間に8時40分になってしまいまして、

議論の尽きないところですが、そろそろ。 

○Ｎ委員 Ｏさんの仰った既存のところが凄く大事な観点で、議会の中でもきつく言われ

ているんですけれど、特に犬山駅東とかこの将来図もしっかり出さないと市民の納得が

得られないと言われてきています。 

○Ｃ委員 この辺がやはり相当残っているので、拠点にしたいようなわけなんですよ。 

○Ｃ委員 この辺とか、ここもそうだよね。こういうところを拾いたいんです。こういう

ところとかね。 

○Ｃ委員 拠点のレベルもありますけれど、3段階、4段階くらいの。 

○事務局 拠点の段階というのは、本当に全市的な拠点がある中で地域の拠点があるとい

うような。 

○Ｃ委員 そうです。それでもう最後は本当に生活のための拠点みたいな。生活保障みた

いな本当に最後の。だから、この辺は今 Pってことは、ここを入れているわけです。 

○事務局 こういう感じの。 

○Ｃ委員 P の輪っかは。あれ、そうなんですか。ここまで色を塗るんでしょう。五郎丸

ってどこですか。 

○事務局 成田富士まで。こうか。 

○Ｃ委員 こう入れているわけでしょう。 

○Ｎ委員 結構広いですね。 

○事務局 今回色を塗ってここまできていますね。 

○Ｃ委員 この辺まで。これは塗っておけばいいと思いますけどね。バーって。バーバー

塗っておけば良いんじゃない？駅もね、さっきの。 

○事務局 ここに新しい体育館のグラウンドができたというのがありますね。やはりこの

帯っていうのは、豊かさ向上という点では入れていくのかなとは。 

○Ｃ委員 さっきの今井パイロットというのはどこの話ですか。 

○事務局 ここです。 

○Ｎ委員 100 ヘクタールくらい。 

○Ｃ委員 これは自然公園法に掛かっているということですか？ 

○Ｎ委員 そうです、第 3種特定地域です。これは普通地域だと随分違うんですけれど。
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第 3種だと建物は何も建てられない。 

○Ｃ委員 建てられないね。 

○Ｎ委員 ここが不法投棄のメッカみたいになっている。それを自然公園法で厳しくやっ

ているのに、逆にそれで不法投棄が増えていると。人の手が入らないので。 

○Ｃ委員 なるほど。 

○Ｏ副会長 これも入れちゃったほうが良いよね。今井パイロットも、絶対何とかしたい。 

○Ｎ委員 これ、地元の人もほぼ要望しているようだとも言うしね。 

○Ｏ副会長 色々あれやろうこれやろうと考えて、でも、ダメなんですよね。何にもでき

ないんです。 

○事務局 すみません。Ｃ委員お願いします。 

○Ｃ委員 全部忘れましたよ。大丈夫かな。 

○事務局 大丈夫ですよ。ありがとうございました。 
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【Bグループ】（テーブル B） 

○Ｅ副会長 では、最初に発表者を決めておいて頂けると安心しますので、どなたかお願

いできますか。進行係の特権ですので私は喋らないということで。Ｂ先生、またお願い

しても大丈夫ですか？ 

○Ｂ委員 私ですか？若い方とかで。 

○Ｅ副会長 Ｋさん、やってみますか。 

○Ｋ委員 はい。わかりました。 

○Ｅ副会長 では、お願いします。それでは、2 つありますので先に基本構想の方からい

きましょうか。40 分までですので、こちらの方を 15 分くらいまでで意見交換させて頂

けたらなと思います。それが資料番号１の方ですね。ポイントとしては公共施設のこと、

9ページ、それから 10 ページが前回のＢ先生の意見も受けていると思いますけれど、地

域課題は地域で解決をということですね。そういう方向性を示して頂いていると思いま

す。あとは、21 ページの土地利用図というところです。 

○Ｊ委員 この議会から頂いたものもこの議題に早速関係してくれているということでし

ょうか。 

○Ｍ委員 早速、まあ無関係ではないですね。 

○Ｅ副会長 ちょっと説明してあげて。2つ目を説明してあげていいですか。 

○Ｊ委員 この辺りですかね。 

○Ｍ委員 そうですね。簡単に説明しますけれども、先ほど皆さんにお配りしました資料

で、1 つ目の「既存の駅の活性化」というのは犬山駅の東口、特にそうなんですけれど

も再開発から 30 年ぐらい、もうちょっと掛かっているのかな、大型ショッピングセンタ

ーもお店が変わっていくような話があり、という犬山の玄関口の大きな駅前の問題があ

り、それから「新しい駅を作る」という話も先程の説明の中でありましたけれども、そ

れもそうだけれども市内には他にも 7箇所ほど駅がありまして、その駅前はどこも概ね

閑散としていてお店もないというところで、今、既存の駅の駅前の活性化ということを

考えて頂きたいなというところです。主にというか、犬山駅の東がちょっと大きな問題

なんですけれども、2番目の今井パイロットというのは犬山市の東部、この辺りですね。

可児市との境、丘陵地なんですけれども。 

○Ｊ委員 わかります。葡萄があるところですよね。 

○Ｍ委員 そうです、何パークだっけ、リトルワールドに接する丘陵地帯で。80 ヘクター
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ル？ 

○Ｂ委員 100 ヘクタールですね。 

○Ｍ委員 100 ヘクタール。失礼致しました。広大な土地が 40年ほど前に国のお金が入っ

て耕作放棄地になっていて、これを誰か何とかしようよということを何年も前から行政

の方も市民も考えているのだけれども、なかなか打開策が出てこない。それで、これが

活性化できれば凄い犬山市全体の農業とか産業に大きなインパクトがあるので、それも

総合計画の中に取り入れて頂きたいなということを申し上げて。 

○Ｊ委員 規制って何ですか。 

○Ｍ委員 規制というのは、私も法律のことはよくわからないのですがその農地に、例え

ば農業をやれば良いわけですけれど農業じゃなくて、例えばそこに何か工場を持ってく

るとか組み立て工場、特に水とか電機もいる何か産業を持って来るとなると、農地法や

ら何やらという物凄い規制が掛かっていて。 

○Ｊ委員 で、この今井パイロットにはその規制が掛かっている。 

○Ｍ委員 掛かっていて、なかなかその農業以外の事業ができないというのがあって。そ

の規制を解除することがまず 1つ大きな課題ですね。 

○事務局 具体的には自然公園法ですね、自然公園という国の法律になっていて、自然公

園法第三種特別地域とか非常に、木 1本、農業以外で木 1本切ってはいけないし、伐根

してはいけないとそういった規制があるので、今、Ｍ委員が言われた通り、新たに施設

をつくったり農業以外の目的で開発というのはもうできないというのが一番大きな規制

ですね。 

○Ｊ委員 ここは市の土地なのですか？ 

○事務局 一応ですね、今井の土地改良区という区の方と、あと 80 人ほどの地権者がおり

ますので、基本的には民の土地です。 

○Ｅ副会長 3番目は良かったのですか？犬山の駅の開発と今井パイロットと。3番目何で

したっけ？ 

○Ｊ委員 そうですね。この土地開発の議題に関係するのはこの 2つなのかなと思ったの

ですが。 

○Ｅ副会長 ありがとうございました。それでは、このことについてどうですか。さっき

Ｂ先生がお話してらっしゃったことは、もうちょっと深堀りしても良いかなと思ったん

ですけれども。 
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○Ｂ委員 土地利用の方で良いですか？ 

○Ｅ副会長 はい。 

○Ｂ委員 そうですね。僕も色々聞いているものですから、なかなか歯痒い。 

○Ｅ副会長 歯痒いですね。 

○Ｂ委員 奥歯にものが詰まったような話しかできないですけれども、やはり目的として

産業振興なり豊かさ向上ということは、結局仕事をつくり出して人々に働いてもらうと

か、あとはさっきの流出人口、これをできるだけ留めて地域の中で働いてもらうという

ことを、それを実現するための土地利用の大きな変更ということだと思うんです。そう

いった意味では、豊かさ向上軸にどういう産業を構築していくのかということがやはり

非常に重要だと思うんですよね。例えば、さっきのヨーカドーもイオンもそうなのです

けれども、結局、大規模ショッピングモールというのは基本的には外から、言わば支店

ですよね。支店が来て結局そこで生み出された価値というのは、ほとんどが本社の方に

行ってしまうわけですよね。そこでもちろん働く人には当然、雇用とか、或いは固定資

産税が入ったりとか、そういうメリットはあるとは思うんですけれども、もしそれがあ

まり儲からないということになると、やはり先程のヨーカドーみたいにいとも容易く外

に出て行ってしまうと。これではやはり堂々巡りなんですね。多少車で乗り付けられる

ので、少しは利便性が高まるかなというぐらいなので。やはり、そういう状況の下で或

いは人口がどんどん縮小していく中で、大手流通業界という非常に再編が激しくなって

いる中では、それに頼っていくような産業っていうのが、産業構造というのがやはり永

続性、継続性がないという風に僕などは考えるわけですよね。やはりもちろんそういっ

たものも市民の利便性を高める意味では大事だと思います。それだけではなくて、もっ

と多様な産業を生み出す、しかも前回も言いましたけれども、住民生活に係る福祉だと

か、或いは医療ですとか教育だとか、そういった地域で解決しなくちゃいけない課題が

多々あるわけですけれども、それをこう地域の力、或いは市民の力で解決していくしか、

しかもそこにキチッと利益が生み出されるような、まさにコミュニティビジネスの視点

を導入して、永続性のある、且つ市民にとって重要なサービスを提供するような、そう

いったビジネスを含めてつくっていくことが非常に大事かなという風に思いますよね。 

○Ｅ副会長 ありがとうございます。多分これは施策の方にキチッとリンクをさせること

で、ここの可能性というのがもっと皆さんがクッキリとイメージができるかなと思って

いたんですね。先生が今、仰ったように、大規模店とかそういうものに頼らないで地域
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で産業を見出してくるということのその中で、さっき事務局の方が一生懸命説明してい

た賑わいとかですよね。活性化が出てくるんじゃないかということかなということです

ね。ただ、ここはあくまで今後の方向性を示すということで、それで従来の総合計画の

ところの丁度、何でしょうね。41 号線の前後の辺りのところを繋いでいるということで

すよね。向こうとこっちと繋いで全て賑わいとか、商業も含めて、商業・工業・サービ

ス・産業含めて全部ということですよね、というイメージということでしょうか。土地

利用構想図って結構難しくて、最近あまり細かく書かないんですよね。施策が大事とい

うことになってきていますので、その施策によって土地をどう利用するかの問題ですの

で、ここの表現はどうでしょうか、先程大分議論になっていましたけれども。 

○Ｂ委員 例えばイオンモールみたいなものが犬山にできるとすると、今の土地利用の

様々な規制の中ではなかなか難しいと考えてよろしいのでしょうか。 

○事務局 そうですね、まずは規模ですね。30 ヘクタール、20 ヘクタールという、それを

どこに当てはめるか。市街地、旧の市街地の中でやるのはやはり難しい。 

○Ｅ副会長 それはそうですよね。 

○Ｂ委員 そういった意味での規模の適地がないと、これはもう前提なんですよね。 

○Ｅ副会長 今のところですね。 

○Ｄ委員 質問になるんですけれど、基本的なもので申し訳ないんですけれど、前回のも

のと増やされたこの地区ですね。前回はどういう理由でそれが外されていたのかという

のを少しお伺いしたいと。まずそこをちょっと疑問としてお伺いしたい。 

○Ｅ副会長 外されていたというか、前回はなぜここを豊かさ交流ゾーンにしなかったか

ということなので、多分規制の関係で。 

○事務局 そうですね。ここはですね土地、農振農用地、農業ですね。ここでやっていく

という位置づけの農振農用地というその指定がされた、例えば大規模な圃場整備ですね、

田を集中してそこに今、圃場整備をしたと。そういった位置づけの規模が極めて大きい

ところの農業的な位置づけがあったり、その農業をやっていくという価値を従来は平成

23 年度の立ち上げ時は見出していったというところが大きいポイントですね。ただ、現

状耕作者自体が高齢化してしまって、今土地を耕作してみえる方の次の方というのが極

めて難しいというような状況になります。そういったところで今回は転換する分なんで

すが、以前はまだまだ犬山市の農業は捨てたものじゃないよと、これだけの農地を活用

するというのは、農業を基本とした市の施策にも最も意味があるという風な位置づけを
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ここに表したというのが、そもそもの理由になっています。 

○Ｅ副会長 よろしいですか。 

○Ｄ委員 はい。ありがとうございました。ここからは意見というか感想なのですが。先

程先生が仰ったように、その産業と大型のショッピングモールを持って来るところとは

少し話が別にあるかもしれませんが、産業と賑わいとが両立するってことは可能なんじ

ゃないかなという気はしています。その新しいタイプの、恐らく商業であるとか産業と

いうものが、例えば市民の人達と一緒に何らかの形でつくられているとか、何らかの形

でそういうものの交流拠点となり、且つ賑わいにも繋がるというようなものが恐らく可

能なんじゃないかなという気は色々な例を見ているとするので、そういう方向性という

のも考えられるかな、という風に思います。 

○Ｅ副会長 新しい産業と、そういう交流拠点ということは可能じゃないかということな

んですよね。さっきＢ先生が仰っていた多様な産業ということで、大分そうですよね。

産業というもののイメージが変わってきたというか、経済産業省もサービス大賞をつく

るくらいで、サービスもかなり多様化していますよね。 

○Ｂ委員 ちょっと話が逸れてあれですが、そうはいっても製造業の出荷額って犬山はま

だまだ多くて、それを担っている中小企業だとかもかなりいるんじゃないかなと思うん

ですけれどね。その辺は特に重点施策の 1のところですか、外から企業を持ってくる、

これが工業団地の整備ですよね。所謂、製造業の振興の 1つかなと思うんですけれども、

これはあくまで外部の企業を誘致するというような目的ですよね。既存の町工場にどこ

まで力があるか、或いは継続性があるかってわかりませんけれども、中小企業のネット

ワークをつくっていくというのが 1つ、我が国の施策でも重要な柱にもなっていたりす

るんですよね。だから、その辺はもうあれでしょうか。完全に捨て去ってしまうような、

そういうことなのかなと。そういうわけでもないとは思うんですけれどその辺はいかが

ですか。あんまり入っていないんだけれども。 

○事務局 まずはご提案させて頂いたところから。施策なんですけれども、言われた通り

迷いは全くないというところで必要性を感じますね。 

○Ｅ副会長 多分、それはこの重点施策のところでしっかり議論をしないといけないとこ

ろですね。どうですか。では、基本構想部分はよろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 工業誘致というと、どの辺を想定するわけですか、これは。工業団地の整備で

すね。 
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○事務局 今現在、既に着手を見込んでいるところで塔野地ですね。そこがメインになっ

ています。 

○Ｂ委員 そこは今回はあまり関係ない？ 

○事務局 そうですね。既に色が塗ってあるところですので。それを見込んでもう一度。 

○Ｂ委員 なるほどね。 

○事務局 土地利用計画の方で、33 ページにもう少し詳しい、今、広報の方で見て頂いて

いると思うんですけれども、そちらの方で産業集積誘導エリアという、そうですね、塗

ってある部分は工業用地として。 

○Ｅ副会長 ピンクのところですよね。 

○事務局 同じような図面があるんですけれど、そちらは。 

○事務局 そうですね、33 ページに。 

○Ｅ副会長 土地利用計画の方ですね。 

○事務局 もう少し細かいプロットがされております。 

○事務局 今、基本構想の方は本当に大まかな土地利用を落としているだけなので、更に

細かいものを落としているものがそちらの 33 ページというところに。こちらもまた、今

回見直しをしておいてもらってくことになりますけれども。 

○Ｅ副会長 基本構想は大きな方向性にしておかないと、議決事項ですので、計画のとこ

ろで恐らく規制の関係とかも踏まえながら計画を進めていくということになるんじゃな

いかと思いますけれど。 

○事務局 先程の中小企業、中小の工場とかそういったところにつきましては、今、資料

5 の中でいうと宣言ごとの部分もありますが、宣言 4 の 11 番、工業のところの 11 番の

「中小企業の振興」というこの辺りが工業系の中小企業の部分ということになっており

ますけれど、この辺りも今、今回お示ししているものでいくと、参考資料 2 の施策 111

番というところが根拠になっていて。この辺りも今回、書きぶりとしてもう少し書いて

いった方が良いということは思いますので、また今頂いたような意見を頂いて、修正を

して頂くところを含むところかなと思います。 

○Ｅ副会長 そうですね、111 番ですね。3ページの 111 番。あまりないということですね。 

○事務局 重点事業では上には挙がっていないんですけれど、一応メニューには挙がって

います。 

○事務局 関連事業として入っているということですね。 
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○Ｅ副会長 そうですね。 

○Ｊ委員 すみません、ちょっと教えて頂きたいんですけれども、商業施設の誘致、例え

ばさっきのイオンができるということの良くない点というのが、あまり良くわからなく

て教えて頂きたいなと思いますが。 

○Ｅ副会長 どうしましょう。良くないというか、これはそれぞれの考え方の問題だと思

いますので。 

○Ｊ委員 単純にできたら嬉しいなというニュアンスなんですけれど。ただ、今の雰囲気

でいうと、こう、すぐ廃れてしまうかもというのも。 

○Ｂ委員 それは１つはやはり、もちろん地元の商店だってもう辞めたりなくなるので、

企業、創業者も考え方次第なんですけれども、全国展開していてそれこそ統廃合という

のは全国レベルで。 

○Ｊ委員 ヨーカドー。 

○Ｂ委員 ヨーカドーもそうですね。それこそ年に何十店つぶしてまた新規出店みたいな

そういうことになると、確かに買い物するという意味の利便性は高いというわけで、そ

れは良いと思いますけれども、地元の意思に係りなくその商店がなくなったりする。1

回それができちゃうと既存の商店というのは、これはもう完全に打撃を受けますよね。

もちろん、あまり効率が悪くてあまり魅力的なものを揃えていないというのであれば、

それはもう辞めてくださいということもあるかもしれませんけども。そういった地元の

ものを扱っている商店だとか、色々あると思うんですけれども、そういったものも含め

て、規模の原理でなくなってしまうと、1回なくなるともうそれは再生できませんよね。

そういう意味で多くのところで撤退した後に何も残っていないという、そういう不便を

囲っているような地域もやっぱりあるわけですよね。そういうことを見越して地元の魅

力ある商品を、量はそんなにでもないけれど売っているような商店というのも、これは

それである程度残しておかないと、どこでも同じような全員イオンに依存しているよう

なそういう地域というのは、私個人的にはあまり魅力的に思えないんですよね。 

○Ｊ委員 例えば、土岐にアウトレットがありますよね。そこに名古屋辺りから人が来て、

ついでに栗きんとんも買って帰るというような、でも、同じ場所に前回のあちらのグル

ープ、道の駅的なものと隣接させて、もちろん企業は営利目的なので、儲からなければ

撤退するということはわかるんですけれども、そういった時でも例えば犬山のお土産と

いうか名産物をつくってほしいという意見もあったかと思いますけれども、そこを一緒
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につくるとか。 

○Ｂ委員 それもやはり地元の力と思うんですよね。イオンもかなり地場産フェアみたい

な、地元の野菜だとか地域の特産品をコーナーに取り込んでいるところもたくさんあり

ますよね。 

○Ｊ委員 誰々さんの白菜とかピーマンとか、そういう。 

○Ｂ委員 そうですね。ああいう戦略を取らざるを得ない背景というのは、やはり多くの

商店だとか八百屋さんだとか、そういうところが非常に苦境に立たされるわけですよね。

そういったものを穿った見方をすると、それに対しての多少なりともの地元のものを使

っていますというコマーシャル的な側面もあるような気もするんですよ。ただし、それ

も是非地元のもの使ってくださいとか置かせてくださいとか、そういったコーナーつく

ってくださいとか。これもやはり地元がどれだけ地域の産業だとか農業だとか商品だと

か商店の方々を大事にしているかということの表れでもあると思うんですよね。そこは

やっぱり、そういったお店が来たとしても、色々なかたちでの働きかけというのは、一

緒にやりましょうとかね。こういったものを扱ってくださいということはできると思う

んですよね。 

○Ｈ委員 一言良いですか。 

○Ｅ副会長 ちょっと話が施策の方に移っていますので、土地利用に関しては何かあった

ら頂いて、施策の中で 3つの重点施策の中で話を集中させた方が、今良いかなと思って

聞いていたんです。 

○Ｈ委員 私もちょっと細かくなってしまうんだけれども、私はこの「市民及び市外の人々

との交流の場」とか、「住民の憩いの場」という言葉が物凄くこの中で大切かなと思った

んです。その時に、例えばこの五郎丸地区とか言うと、地元にいて思うんですけれども、

商業施設を誘致してくるのではなくて第二の城下町をつくるとか、そういう風な犬山独

自のものをそこにそのまちづくりをしていくことをやっていくと、やはり重点施策じゃ

ないですけれど、活躍の場づくりがそこにできるんじゃないかなと。地元の人達をそこ

で活躍してもらって、市内・市外とのその交流の場になったりとか、それが城下町の中

で住民の集いができる場所、そういう場所ができていくともっと生きたまちができるん

じゃないかなと。第二の城下町というと羽黒・楽田地区はえっと思うかもしれないです

けれど、ちょっと切り替えて、犬山は本当に犬山城で凄くメジャーになっていますので、

それを利用しない手はないのかなという風な気持ちがあります。ごめんなさい、ちょっ
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と施策的じゃないですけれど、そういうことを思ったんですけれども。 

○Ｅ副会長 大丈夫ですよ。多分、じゃあ土地利用構想としては「交流の場・憩いの場」

という表現というのは大事な表現じゃないかという視点なんですよね。施策として今、

第二の城下町のような施策を出して頂いたんじゃないのかなと思うんですね。一応、土

地利用構想の部分に関しては、今の表現とかご意見を頂いているんじゃないのかなと思

います。あと、どうしても構想ですので非常に大きいんですよね、これはね、ですから

多分、施策がカッチリ決まらないと皆さんはしっくり来ないんじゃないかなというよう

に思います。じゃあ、すみません。施策の方の議論をして頂いて、また思いついたら言

って頂ければ良いですので。施策の方で 3つの重点事業があるのですけれども、順番に

いきますか。まず産業の活性化に関しては何かこういうものが不足しているんじゃない

かとか、優先順位としてこれを先にやった方が良いんじゃないかとか。Ｂ先生のご意見

はもっと多様な産業というものを創出するという、そういう施策が必要じゃないかとい

うことですよね。 

○Ｂ委員 既存の中小企業も含めてまだまだパワーがあると思うんですよね。やり方で

個々の企業ではやはりどうしても難しいところも、やはりそれはある程度行政の施策の

力だと思うんですけれども。それぞれバラバラで取り組んでらっしゃる中小企業を上手

くネットワーク化して何か新しいものを見出せるような、そういう場づくりというのは

行政じゃないとできないと思うので、是非そういうのはやって頂きたいなと思います。 

○Ｅ副会長 変わった人とか変わったものとかでやると化学反応で新しいものが生まれて

くるというか、従来の工場関係とか、従来の商業関係とか、従来の農業関係とか、営利

とか非営利とかですね。バラバラじゃなくて、多分色々な考え方の人達が連携したりす

ることで新しいものが生まれてくるという。 

○Ｂ委員 所謂、異種交配と言いますかね。異種交配を産業、或いは組織だとか地域住民

を含めてそういうものを行えるような場づくりが必要だと思うんですよね。 

○Ｅ副会長 そうですよね。 

○Ｈ委員 犬山の工業地帯って結構色々な産業をやっているんですよね。工業地帯の工業

それぞれのところが意外に知らない、「あ、犬山にこんなところがあったんだ」という工

場って結構あって、小さな工場であったりとか、それこそ青柳ういろうでしたか、みた

いな工場があったりとか。 

○Ｍ委員 なくなった。 
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○Ｈ委員 なくなりました？ 

○Ｅ副会長 なくなった。 

○Ｈ委員 それとかあと、何だっけ。マヨネーズじゃなくてケチャップの。何だっけ、あ

そこら辺にいろいろありますよね。 

○Ｍ委員 コーミ。 

○Ｈ委員 コーミですよね。色々と、とか小さな工場がいっぱいあって。それが外に出て

きていないのかなというのと、それを情報として知ってもらうために、私達は以前にレ

クリエーションでウォークラリーをした時に工業団地の工場の中を工場見学させてもら

えないかなという提案をした時に、工場側がほとんどダメって、見学をさせてもらえな

いということがあったので、そういう企業側との上手い交流というのもしていかないと、

ただ企業を持って来るだけでは犬山との連携が取れないかなというような、少し個人的

に思ったこともあるんですけれども。 

○Ｂ委員 まさに工業、企業誘致する場合もこっちがこういう産業が欲しいんだと、こう

いう企業に来てもらいたいんだと、そういう工業でも製造業でもこういう方向で何をし

ていくのかということを、やはりこれは行政主導じゃないとないと思うんですよね、き

っと。 

○Ｅ副会長 民間ですよね。やっぱり。 

○Ｂ委員 民間ですね。既存の製造業さんとかね。こういう人達とやりたいっていう、そ

ういうところでマッチングできれば是非そういう人に来てもらえるっていう。やっぱり

企業誘致も、「お願いします、来てください」じゃなくて、来て欲しいっていうことを明

確に訴えられるような、それだけの議論というか、受け皿の整備って言うのがやはり必

要かなというように思いますよね。 

○Ｅ副会長 そうですね。今の議論を踏まえると 7つのポイントがあるのですけれど、何

か不足しているような気がするんですけれども。大きな方向性としては。 

○Ｍ委員 先程申し上げた官民の連携だとか、ただの連携、今までの従来の連携ではなく

て、やはりその企業が犬山に進出するとか、場合によっては犬山から出て行こうとする

企業が犬山に残ることでどういうメリットがあるというのを行政サイドはもっと発信し

て、発信というか企業と連携を取っていかなければいけないですね。例えば、わかりま

せんけど、例えば名古屋の近くで工業系の大学を出た子が犬山には多い。犬山だけじゃ

ないと思いますけれど、多分ここら辺は多いと思うんですよ、東海地方は。そういうの
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とか、水道が安いとか、環境豊かとか、まだまだ名古屋や小牧に比べれば工業の立地す

る土地利用の問題はありますけれども、住宅密集地の中の工場よりも犬山の方が生産活

動しやすいとか。そういうのを行政サイドがもうちょっと企業にアピールできるような

ことを知っていく時代なのかなと思います。 

○Ｅ副会長 キーワードは「官民連携」ということですよね。愛知県がやった航空特区み

たいな形で、そういうことですか。何か犬山発の、例えば犬山で。 

○Ｍ委員 そんな大それた感じではなくて。 

○Ｅ副会長 学生さんが来た。 

○Ｍ委員 例えば、今、工業団地があるんですけれど、その人達が犬山にいることによっ

てどういうメリットがあるかって、そんなに感じていないと思うんです。だから、そこ

ら辺もうちょっと話し合っていくことで、その労働力、大卒の子達が多いとか、60過ぎ

の定年した人でもかなり高学歴で海外でバリバリやった人がまだ戦力として残っている

よとか、そういう情報を企業に挙げることで何かお互いあるような気がするんですけれ

ど。 

○Ｅ副会長 佐賀県なんかは社会的企業がベンチャー企業が起業すると最初に 50 万出し

ますよね。他の地域から若者が来て企業すると。だから、そういうやる気のある諦めな

い経営者を集めないことには元気にならないというので、そういう人達を集めています。

もう実際に起業していますよね。早かったですね、凄く。あそこの職員の人が全国に営

業に行きました。 

○Ｄ委員 今の議論にちょっと乗っかるような感じなのですが、ここに「インバウンド」

っていうのがあるのが凄く良いことだなという風に思っていまして、新しい、これまで

の製造業とかということに加えて、新しい産業が犬山でどういう可能性があるのかとい

うのをやはり検討して、今後長いスパンでの話なので、じゃあ犬山のポテンシャルと例

えば観光業っていうのも凄く大きいでしょうし、いろんなポテンシャルがあると思いま

すが、そのポテンシャルに対応する新しいタイプの産業というのは一体何なんだろうか

というのをもう少し検討していく必要もあるのかなと思いました。その１つがインバウ

ンドかなと思いますが。 

○Ｅ副会長 それが弱いですよね。新しい産業を生み出すというところの表現と言います

か。既存の延長線上で出ているので、おまけみたいにインバウンドが書いてあるという

印象ですけれども、もっとこう、従来の中小企業とか企業の方とか商業関係者とか、外
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部の人も含めて、そして官民連携して新しい産業を生み出していくという、そういうポ

イントでしょうか。 

○Ｊ委員 新しい産業を民間の企業に来てもらって、一か八かじゃないですけれどもやっ

てもらうのか、それともベンチャーで補助金なり、例えば犬山市民でお金を持っている

お年寄りでファンドをつくる、そういう連携でということもなんでしょうか。そこまで

「来てください」といって「はい、やりましょう」というのを見つけていくのが今後の

施策ということなんでしょうか。 

○Ｅ副会長 そうです。だからそういう、例えば新しい産業を生み出していくような仕組

みをつくらなくてはいけないだけだから、それが施策ですよね。 

○Ｊ委員 具体的に、例えばどういうことなんでしょうか。 

○Ｅ副会長 だから私はどちらかといったら「人」だと思っていますので、それはそれぞ

れご意見があると思いますので、そういう、何でしょうね、新しいものを生み出してい

くというのは非常に先見性とか先駆性とか、将来に向かって走っていくタイプの人がい

ないことには生み出してこないわけですから、どういうリーダーを見つけるということ

と、そういう出会う機会といいますか、化学反応を起こす機会をつくらないと無理だと

思っているんですね。 

○Ｊ委員 それをつくるのが市の施策で、それに乗っかって来てもらうということでしょ

うか。 

○Ｅ副会長 市というのは、これからは市が重点的に何かをやっていくということではな

くて、民間の力をやはり醸成させて活発にするというような、恐らく市の施策になって

きて市がやることというのは、先ほどＭさんが仰っていた規制緩和のところとかですよ

ね。もうちょっと大きな全体の仕組みを変えていくとかですよね。そんな部分じゃない

のかなという気がしているんですけれども。だから、これは先駆的な例ってあまりない

んですよね。これに関しては岩手県の紫波町とかは良く出てきますけれど、他はあまり

出てきませんよね。あとはどうですか。どこかそういう新しい産業に。うんと田舎だと

島根県とか、ああいうところだとやっていますけれども。 

○Ｄ委員 そうですね。田舎の例は豊富ですね。 

○Ｅ副会長 結構ありますよね。 

○Ｍ委員 この間、日野市に行ったんですけれど、日野市は日野自動車が本社機能を残し

てどこかに行ってしまったし、東芝は工場を閉鎖してしまったし。 
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○Ｈ委員 そうなんだ。 

○Ｍ委員 何か色々、どんどんと外に出てしまったんですよ。それで、ちょっとまずいぞ

ということで、あるところに起業窓口というのを駅前につくって、それもその役所風じ

ゃなくて木のディスプレイがあって、多分ワンストップでいろいろな相談窓口が、法律

のこととか土地のこととかワンストップでできる。そういう起業の窓口をつくったりと

か、日野市って頭の良い人達がたくさん住んでいるんですよね。そういう人達がいます

よ、みたいなことを起業にアピールすることで、引っ越そうとしていたところを思い留

めたりとか。そういうことを日野とかはやっているみたいですね。 

○Ｂ委員 人材と仰いましたけれど、人材を呼び込むのは凄く大事で、やはりそこの差別

化ってできると思うんですよね。日野はそういう何か新しい事業を起こしたいという人

達を積極的に受け入れたいというのであれば、そういうワンストップサービスみたいな

ね。或いはそこに中小企業診断士とか税理士とか、色々相談できる人達をあなたの起業

を応援します隊みたいなものを、やはりそういうものをつくって是非来てくださいと言

うのであれば、これは凄く他の地域、そういったところがない地域とは差別化できます

よね。 

○Ｊ委員 確かに。 

○Ｂ委員 やはり人材を引き付けるのであれば、そういう仕組みをつくらなければいけな

い。あとはやはり、犬山の強みというのをもう一度考えなくちゃいけないということで

すね。もちろんイオンに来てもらいたいというのであれば土地を用意して、水を用意し

て、労働力がいて、というのが前提になるのでそういう風にやるんだけれど、でもそれ

ってどこでもやれるお話なんですよね。もっと便利で土地が広いところはたくさんある

わけです。そこで勝負しても犬山ではダメなんですよね。例えばさっきも犬山城ってい

うブランドとか、あとは水が豊かですよね、この辺はね。水が豊かだとか、或いはちょ

っと行けば今井だとか栗栖だとかああいったものがあるとか、様々な歴史的文化遺産が

あるとか、こういうものがやはりどうやったらこれは他の地域にはない資源なので、こ

の部分でさっきのインバウンドという意味では観光客を誘致するんだけれど、これまで

の観光の有り方とはもう一歩違ったようなものを、リピーターをもっともっと増やせる

ような取り組みをするとか、得意なものをより伸ばすためにはどうしたら良いのかとい

うことを、それは新しい産業なり、これまでの産業をより魅力的にしていくってことに

なっていくんじゃないかなと思うんですよね。ただし、やはり地域に働く場がないと難
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しいというのであれば、先程の工場誘致だとかということで、その可能性はあると思う

んだけども、それも繰り返しになりますけれども、犬山でどういう製造業が特色を持っ

て成長できるのかという、こういう方向性を見せていくためには、やはり犬山ならでは

の特性というのを製造業という、ともすればどこかに行ってしまうみたいな、日野もそ

うですけれど、ああいうものじゃない製造業のあり方というのを少し考えていく必要が

あるのかなと思って、例えば日光だとか、ああいったところというのは、あそこも水が

豊かで日光ブランドとかがあるんですね。そうすると、工業地をつくって所謂その食品

製造業に集まってもらったらしい。水が豊かで、日光というのはやはりきれいで環境が

良くて。そういったところでつくられる食品であれば非常に安全だろうとか、或いは日

光というブランドがあるわけですよね。こういったものを企業に対しては提示するわけ

ですよね。そうするとそこに来てその地域ブランドを借りることができる。お金を出さ

なくてもこれは非常にありがたい話で、企業にとってもありがたい。犬山というのは、

もしそういうブランド化としてあるのであれば、やはりそれを強みとして、或いはそう

いう産業に来てもらいたいという発想がどこまでできるかということだと思うんですよ

ね。 

○Ｅ副会長 今のこの重点施策を見ると、どちらかといったら施設誘致であるとか工場誘

致であるとかですね。 

○Ｂ委員 ちょっと受身に見えてしまう。 

○Ｅ副会長 従来通りの施策になっているので、かろうじて人のことが入っているのは農

業の後継者がいないからというので入っているから、そうではなくて、まず人材を組み

込むということともう 1つは犬山の特色を生かしたそういう産業というか、それをまず

検討してそれで呼び込んでいかないといけないですよね。漠然とやっていくんじゃない

ということなのですよね。その戦略ですね。 

○Ｊ委員 特色は何かっていうのは、この会でもっと詰めていくんですか。 

○Ｂ委員 この会ではないと思いますよ。もっとそういう場を市民に向けてつくって。 

○Ｅ副会長 それを施策にすると。 

○Ｊ委員 なるほど。それを。 

○Ｅ副会長 それを施策にする。今ここで出しても知れていて、でもこれはやる気のある

人がやらないといけないから、やらないとか言っていたら他人事になりますので、自分

達で真剣にやりたいという人が考えるのがやっぱり一番良くて。 



 47 

○Ｂ委員 重点施策 2で「学びを進めていく」という、これは非常に良いことだと思うし、

それが人材育成だと思うんですよね。1と 2とを上手く結びつけていくような。 

○Ｅ副会長 重点施策の 1のところで、これが抜けているというのはなかなか。そろそろ

40 分ですので、うちは 1で議論集中という感じでしたが、というか 1で終わってしまっ

た感じですけれども。 

○Ｂ委員 2 の方も少し出てきたりしましたけれどね。 

○Ｋ委員 この会の、今回発表すれば良いのかなという最終点がちょっと見えていなくて。 

○Ｅ副会長 良いよ、自分の独断と偏見で。 

○Ｋ委員 こういうのをもっとやった方が良いよということで、出たものを向こうと共有

するという形で良いと思います 

○Ｅ副会長 特に重点施策としてこんなものが不足しているとか、こういう考え方もある

んじゃないかというので大丈夫だと思います。 

○Ｋ委員 わかりました。 

○Ｅ副会長 もしあれだったら他の方がフォローしてくださると思いますので、自分の好

きなことを言ってもらったら大丈夫です。 

○Ｋ委員 重点施策をまとめて。 

○Ｍ委員 頑張って。 

○Ｅ副会長 はい。そろそろ時間ですね。あちらのグループは大丈夫ですかね。あと何か

言い残したこととかはないですか。Ｈさんも大丈夫ですか。 

○Ｈ委員 大丈夫です。 

○Ｅ副会長 子育ては言わなくて良いの？ 

○Ｈ委員 また次回、しっかりと考えてきます。 

○Ｅ副会長 大丈夫ですか。 

○Ｄ委員 産業の活性化というところと、やはりブランド化というようなことが繋がって

いくと思いますので、そういう意味では広報的な部分であるとか、魅力をどう市民の中

で共有するか、また発信するかということとも繋がるかなと、いろんなことが複雑です

けれども。 

○Ｅ副会長 ブランディングとか、もうちょっとここの文言は工夫したいですよね。この

重点施策の文言化。ここを工夫すると中も連動して変わってきますよ。皆さんから出て

きた意見の中には結構キーワードが入っていたと思いますので。大丈夫？自分の意見言
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っていないけれど大丈夫？ 

○Ｋ委員 大丈夫です。 

○Ｅ副会長 一生懸命聞かれていたから、今日は喋れなくて可哀想だったなあと思って。 

○Ｋ委員 それは大丈夫です。 

○Ｅ副会長 発表するとなると、皆の意見をしっかり聞かないといけないですからね。 

○Ｍ委員 大変だ。 

○Ｂ委員 良いよ、自分の言いたいこと申し上げて。 

○Ｋ委員 それ、意味なくなっちゃう。 

○Ｅ副会長 言いたいこと言っていいよ。だから発表のときに。 

○Ｍ委員 それは特権だから。 

○Ｅ副会長 今言えなかったら。 

○Ｍ委員 でも僕はこう思います。最後に。 

○Ｅ副会長 皆はこう言っているけれど、僕は全然違うと思いますとか言って。 

○Ｈ委員 それが良いかもしれない。 

○Ｋ委員 何で僕、最後にひっくり返さなきゃいけないんですか。 

○Ｊ委員 ありがとうございました。 

○Ｅ副会長 はい。じゃあ、すみません。ありがとうございました。また次回もよろしく

お願いします。 
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３ グループ発表 

○Ｅ副会長 それでは皆さん、席の方にお戻り頂いても構いませんでしょうか。それぞれ

のグループの中で協議ありがとうございました。まずは他のグループの内容を共有して

頂きたいなと思いますので、最初に Aグループの方からいきましょうか。Ｃ先生がご発

表頂けるということですね。お願い致します。 

○Ｃ委員 Ｃでございます。発表というか、最初に発表しろと言われて最初はメモを取っ

ていたんですが、段々白熱したら取るのを忘れていまして、全部言い切れるかどうかわ

かりませんが、まず今日議論した内容が 2点ございます。「（1）基本構想案の検討」とい

うことで、これは特に土地利用の部分について議論せよということでしたので、この資

料 1の 20・21 に関して少し議論をしました。まず協議・議論なさる前から生活交流ゾー

ンの「交流の舞台となるような機能を高めていく」というところですね。橋爪・五郎丸

周辺地区。これで良いのかどうかをまず議論を述べまして、具体的には商業活性化を狙

いたいというところもあるんだけれども、例えばこの近くに名鉄の線路がありまして、

地域の活用なども考えられるということで、広い意味での「交流」という表現で良いん

じゃないかということになりました。ただし、ここは今土地利用としてはあまり活用さ

れていないところでございますので、説得力のある、なぜここが必要なのかということ

ですね。なぜこの地域を生活交流ゾーンとして広げるんだということが理解されるよう

に、そういった表現がもう少し必要だということになりました。それから続いて「（2）

施設の全体像（案）」ということでございますが、今後 6年間、特に重点的に重なってい

く施策についてということで、これにつきましては資料 5、これを基にベースにいろい

ろ議論になりまして、まず重点施策 1～3の表記がございますが、このそれぞれの施策の

タイトルを見ただけでは何ともそのイメージがなかなか沸かない。それで、ちょっとし

たストーリーみたいなものが欲しいという話になりました。あとはそれぞれの中で箇条

書きされている部分に関しての議論となりまして、例えば重点施策 1のところには、今

流行りといいますか、2×3の 6次産業化ということをもう少し入れたらどうかとか。そ

れからインバウンドのところですが、「施設のネットワーク化」というのは何とも抽象的

でわかりにくいのでもう少し、例えば「観光施設間の連携」というもう少しわかりやす

い言葉にしてはどうかという話がありました。それが重点施策 2 に関しては、3 つ目で

すね。「犬山で何かをしたい」。これも良く分かりにくいねという話がありました。あと

は、それぞれ色々箇条書きで書かれているんですけれども、要はこれら全部やれるのか
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という話になりまして、重点を更にこの中から絞った方が良いのではないかというご意

見も出ました。あと、ちょっとまた戻って申し訳ないのですが、特に商業地の議論が多

くなされまして、魅力ある商業地の整備というのがありましたけれども、新しくつくる

だけではなくて、既存の今ある商店をやはり大事にすべきじゃないかと。結局新しい商

店をつくると客の奪い合いをするだけなので、それではダメだと思います。今現在、例

えば新しい商業地をつくるのであれば、今市外に出ているお客さんを、買い物に出てい

るお客さんを市内に留めると、そういうような方針が必要じゃないかと、そういう話が

ありました。ちょっともうメモが残っていなくて、もしちょっと不足している点があり

ましたら、どうでしょう、他のメンバーから補足して頂けたらと思いますけれど。 

○Ｅ副会長 他の方はございますか。Aグループの方。 

○Ｃ委員 Ｎさんとかですね。 

○Ｎ委員 もう大体網羅して頂いているかなと。 

○Ｃ委員 そうですか。 

○Ｅ副会長 どうですか。 

○Ｃ委員 大丈夫です。 

○Ｅ副会長 それでは、Bグループの発表をお願いできますか。 

○Ｋ委員 B グループのＫです。よろしくお願い致します。Bグループでは、まず 1つ目の

「基本構想土地利用」に関しては、豊かさ向上軸が広がったというのはあるのですけれ

ども、その新しい部分だったりその他の部分であったり、どういう産業を呼んでいくの

かということがまだまだ明確じゃないのかなということが出ました。やはり大企業とい

うようなことだとヨーカドーであったりという例もありますので、そういうものではな

くてコミュニティビジネスであったりするような、永続性と市民サービスを兼ね備えた

ようなものというのがやはりより良きものになってくるのかなというところがありまし

た。基本的には 1 はそういう形で、途中から結構施策の方に話題がいきましたので、2

番の方に移らせて頂きます。こちらも議論が白熱しまして、重点施策の 1～3、基本的に

1 のことについてよく議論させて頂きました。ここでも同じように、やはり産業の活性

化というのではあるので、新しいものを生み出せる場づくりであったり、意見交換の場

というのがしっかりと提供できるかどうかというところ、これが重要なんじゃないかと

いうことが出ました。そこで、やはり犬山は何が強みでそれをどのように吸上げていく

のかということをもう一度しっかり練り直すことによって、特色のあるところをしっか
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りマークする。そしてそれがブランド化だったり、新しい産業振興に繋がっていくので

はないかという意見が出ました。同じ施策の中でも色々あるんですけれども、やはり足

りないなという部分で追加して欲しいという意見が出たのが、審議会の方からもあった

り、官民連携の部分というのがやはり少し足りないのかなという部分が Bグループであ

りました。あとは色々議論が出たは出たんですけれど、やはり新しい施策をという部分

がメインになってきていて、人材を呼び込む仕組みとして専門家集団の、例えば税理士

の方であったりとか、そういった窓口をつくるということであったりとか、そういった

もので新しい創出を図るというのが行政がやるべきことではないのかなということが出

ました。これはちょっと、最後に自分の好きなことを言って良いよと言われたので 1つ

だけ言わせて頂くんですが、重点施策の 2に「起業支援」という、地域課題を解決する

ための活動支援というのがあると思うんですけれども、僕らの中での「コミュニティビ

ジネス」というものというと、産業の活性化にも繋がるというところか、やはり一番今

までの NPO であったりそういうところと違うところかなと思うので、この産業の活性化

の部分があって、この活動の場づくりの方に置かれているということによって、利益で

あったりそういったものの意識が市の考えとしても少し薄いのかなという気が個人的に

はしておりますので、この辺りももう一度考えて頂ければという話にさせて頂きます。

他にあればサポートお願い致します。 

○Ｅ副会長 他の方、大丈夫ですか？素晴らしいですね。あの内容をこれだけまとめて頂

けると非常にありがたいですね。私も少し補足させて頂けば、Ｋさんの中で私も全く「起

業支援」というところが重点施策に入っているのが少し違和感がありまして、今「地域

にある課題解決のために」という文言が入っていますけれど、それは社会的課題を解決

するだけではなくて、経済的な価値を出すということで常にセットにしないと多分地域

の活力じゃないのかなと思いますので、それは私も同感です。以上、それぞれご発表頂

きましたけれども、議事は以上になりますけれども、他に何か、皆様ご意見とかござい

ますか。その他ということでいいですので。それでは事務局から何かありますか。 

○事務局 皆様、ありがとうございました。ご連絡することが 1点ですね。Ｇ委員から今

お配りさせて頂きましたチラシを今提供頂いておりますので、情報提供ということで皆

様にご案内させて頂いております。Ｇ委員、お願い致します。 

○Ｇ委員 ごめんなさい。お時間がない中、大至急やります。先ほどＥ先生が仰った、ソ

ーシャルだけではなく経済的に弱い NPO なんですけれども、本当に課題が多いと思って
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おりますが、なかなか皆さんのアンケートの中にも、会議の方で異文化共生ときていた

んですけれど、重点施策の中にはやはり必要だなということを今確認して頂けるとあり

がたいなと思っております。外国の子どもの学校の、外国人の子育てを応援するために

という、私達に何ができるということで、多文化共生なんだけれど同じ子育てだよとい

うところで、今の現状と他の地域への外国人の子育て支援の事例調査を中心などとしま

して、今日本語教室は日本語教室だけに留まらず、多文化共生の 1つの窓口として変化

をしております。今年度の文科省の補助を受けまして私どもも NPO でやるんですけれど

も、是非これを見てご興味のお有りになる方は新しい体育館でさせて頂きますので、よ

ろしくお願い致します。すみません、お時間お取りしました。ありがとうございます。 

 

 

４ 閉  会 

○事務局 ありがとうございます。それではもう 1点ですね。事務局からのお知らせとい

うか、次回の開催日についてご案内させて頂きます。次回は 11月 28 日（月）19：00 か

ら、犬山市役所の 205 会議室です。こちらになります。予定しておりますのでよろしく

お願い致します。また別途ご案内させて頂きますので、よろしくお願い致します。以上

です。 

○Ｅ副会長 ありがとうございました。それではこれで、第 3回犬山市総合計画審議会を

閉じさせて頂きたいと思います。今日も本当に皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

（以上） 


